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令和４年第３回定例会議事日程（第２号） 

 

令和４年９月２日（金） 

午前 10時 00分開議  

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 議案第38号 吉富町空家空地対策の推進に関する条例の制定について 

 日程第３ 議案第39号 吉富町議会議員及び町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第４ 議案第40号 常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 日程第５ 議案第41号 令和３年度吉富町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第６ 議案第42号 令和３年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第７ 議案第43号 令和３年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第８ 議案第44号 令和３年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 議案第45号 令和３年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

 日程第10 議案第46号 令和３年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

 日程第11 報告第８号 令和３年度吉富町健全化判断比率の報告について 

 日程第12 報告第９号 令和３年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報告について 

 日程第13 報告第10号 令和３年度吉富町下水道事業会計資金不足比率の報告について 

 日程第14 議案第47号 令和４年度吉富町一般会計補正予算（第５号）について 

 日程第15 議案第48号 令和４年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

 日程第16 議案第49号 教育長の任命について 

 日程第17 議案第50号 教育委員会委員の任命について 

 日程第18 議案第51号 吉富町外二組合公平委員会委員の選任について 

 日程第19 議案第52号 豊前市外二町清掃施設組合の共同で処理する事務の変更及び豊前市外

二町清掃施設組合規約の変更について 

 日程第20 議案第53号 吉富町外１町環境衛生事務組合の共同処理する事務の変更及び吉富町

外１町環境衛生事務組合規約の変更について 

 日程第21 報告第11号 経営状況の報告について（株式会社ツクローネ吉富） 
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午前10時00分開議 

○議長（是石 利彦君）  ただいまの出席議員は９名で、定足数に達しておりますので、これから

本日の会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員に、向野議員、矢岡議員、２名を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第３８号 吉富町空家空地対策の推進に関する条例の制定について 

○議長（是石 利彦君）  日程第２、議案第３８号吉富町空家空地対策の推進に関する条例の制定

についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  議案書１ページ、議案第３８号吉富町空家空地対策の推進に関する

条例の制定についてでございます。 

 本条例は、平成２７年に施行されました空家等対策の推進に関する特別措置法と条例の一体的

な運用を載せ本町における空家空地対策の推進を図るために新たに制定するものでございます。 

 議案書２ページをお願いいたします。 

 条項を追って説明をいたします。 

 第１条では、本町における法に定める空き家対策認知のために必要な事項を定めるともに、法

の対象外となる空家空地対策について補完し、良好な生活環境の保全と地域の活性化を図るとい

う条例制定の目的を明らかにしております。 

 第２条では、その条例で用いる用語の意味を定めております。第１号から第６号までは、本条

例が対象とする空き家、空き地について規定するものです。 

 第１号の空家等は、法に規定するもので、総務省、国交省が別に示した指針を併せて御説明い

たしますと、使用されなくなって、おおむね１年以上の空き家などと、その敷地の立木などで、

国や地方公共団体が所有管理するものを除くものです。 

 第２号の特定空家等も法に規定するもので、前号の空家等のうち、そのまま放置すれば倒壊し

て著しく保安上危険、衛生上有害、景観を損なう、周辺の生活環境を悪化させるというおそれの

ある状態のものをいいます。 

 第３号の法定外空家等については、第１号の空家等に準じる状態であるものとして、詳しくは

規則で定めますが、空き家になって１年未満のものや使用頻度は盆、正月だけのように年数回程

度にとどまるもの。その他、長屋や共同住宅で建物の一部のみが空き家になったものなどについ
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て想定をしております。 

 第４号の特定法定外空家等は、前号の法定外空家等にあって、特定空家等と同様の状況にある

ものでございます。 

 第５号、第６号では、空き家本体と同様に問題を抱える空き地についても同様に措置の対象と

するためのものでございます。 

 第５号の空地等については、アの現に建築物の敷地でない宅地とは、以前は家などが建ってい

たが除却された土地、家などを建てるために整備された土地のことでございます。 

 以上、全号に規定する宅地に類する土地とは、山林及び田畑以外の土地を想定しておりまして、

その規定は規則に引用いたします。 

 ３ページです。 

 第７号は、所有者等について、空き家等を所有し、また、管理する者と規定をしております。 

 第８号は、町民について、居住者だけではなく、通勤、通学する者、町内の建築物の所有者、

管理者についても町民と規定をしております。 

 第９号、事業者については、空き家空き地の活用に関連する事業を営む者と規定をしておりま

す。 

 第３条と第４条では、所有者等の管理義務と町、町民及び事業者の責務について規定をしてお

ります。 

 第３条の所有者等の管理義務については、法第３条において努力義務とされておりますが、本

来、空家空地は個人の財産であり、所有者自らの管理が原則でありますことから、ここで適切に

管理しなければならないと義務を課し、また、同条第２項において、土地を他人に使用させてい

る場合、建築物等の所有者の適切管理について、土地の所有者に努力義務を課しております。 

 第４条では、町、町民及び事業者の責務について規定をしております。 

 第１号の町の責務については、法で規定をされている内容と同様の規定でございます。 

 第２号、第３号の町民、事業者の責務については、町の施策に協力するとともに、事業者には、

自らの事業活動を通じて必要な対策を講じるよう努めることとすると規定をしております。 

 第５条は、空家等に対し、法第９条に規定されている立入検査等を法定外空家等空地等にも同

様に行えるよう規定するものです。 

 ４ページでございます。 

 第６条は、空家等に対し、法第１０条に規定される所有者等に関する情報の利用等を法定外空

家等空地等にも同様に情報利用が可能となるよう規定するものです。この規定により、個人情報

保護条例の目的外利用及び強行の制限の適用除外とするものです。 

 第７条は、法に規定のない地域との連携について規定をするもので、第１項の土地所有者や地
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域の方々に対し、町長は、所有者等に関する情報の提供や必要な協力を求めることができる旨。

第２項では、町長の求めに対し、土地所有者や地域の方々が協力することについての努力義務を

規定しております。 

 第８条では、関係機関との連携について規定するもので、第１項で、町長は、警察その他の関

係機関に対し、所有者等の情報提供や、その他、特に必要があると認める事項について協力を求

めることができると規定をしております。 

 なお、法第１０条には、関係する地方公共団体の長、その他の者に所有者等の把握に関して必

要な情報提供を求めることができる旨が規定をされております。 

 ５ページ、第２項では、当該提供または協力を求める相手方に、法や条例に基づく調査等によ

り、知り得た情報を提供する旨を規定しております。 

 第９条では、データベース等の、データベースの整備等について規定をしております。法第

１１条において、売買、賃貸物件を除き空地等について、データベースの整備に努めることと規

定されておりますが、本町においては、加えて、行政指導の対象となる特定空地等、特定法定外

空家等、特定空地等、についてデータベースの整備や、正確な情報の把握に努める旨を規定して

おります。 

 第１０条は、法第１４条第１項と第２項で、空地等に対して規定されております行政指導の助

言、指導、勧告の措置について、法定外空家等空地等にも同様の措置を規定するものでございま

す。 

 第１１条は、法に規定のない意見陳述の機会を与えなければならない規定をしております。こ

ちらは、法第１４条第２項で定める勧告を特定空家等に行った場合、その敷地については、地方

税法第３４９条の３の２第１項の規定により、次年度以降の固定資産税等に係る住宅用地特例の

適用対象から除外する場合があるということから、十分な周知を目的として設けた項目でござい

ます。 

 ６ページ、第２項では、その状態が改善したときには、再び、住宅用地特例の適用対象となる

場合があることから、町がその状態を把握するために、所有者等に改善した旨を届け出る義務を

課しています。 

 なお、条例に基づく、この特定法定外空き家に対して勧告を行った場合は、住宅用地特例の適

用対象から除外するということはできません。本町では、法に定める勧告のみについて規定をす

るものでございます。 

 第１２条は、公表及び標識の設置についてでございます。所有者等が特定空家等、特定法定外

空家等、特定空地等について勧告を受けた際、正当な理由なしに状況の改善を図らなかった場合

には、附則に定めるところにより公表し、標識を設置することができる旨を規定をしております。
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法では、この時点での公表は規定されておりませんが、保安上危険であるなど、周辺に悪影響を

及ぼす空き家空き地があるという事実、そしてそれに対する町の措置の状況を町民の皆様に情報

提供し、皆様が不利益を被ることを防ぐこと。そして管理義務の履行しない所有者等に対し抑止

力となって、法と条例の実効性を高める目的で規定をするものでございます。 

 第１３条は、法第１４条第３号から第８号までに規定されている空地等に対する命令について、

特定法定外空家等特定空地等についても、勧告を受けた者が正当な理由なく措置を取らなかった

場合には、法と同様に反則により、反則よりも拘束力の強いこの命令を行いまして、必要な改善

措置を義務づけることができるよう定めたものでございます。 

 ７ページ、第１４条は、法第１４条第９項で、空家等に対して規定されている行政代執行につ

いて、特定法定外空家等特定空地等に対して同様に行うことができるよう、規定をいたしており

ます。ただし、法に規定をされております所有者の所在が分からない場合に行うことができる、

いわゆる略式代執行については、特定法定外空家等特定空地等に対して行うことができません。 

 第１５条、緊急安全措置は、法に規定のない事項でございます。空き家空き地を適切に管理す

ることは所有者等の義務でありますが、緊急に安全措置を取る必要がある場合に、町が必要最小

限の措置を講ずることができ、その企業を所有者等に提供することができる旨と、その通知等に

関して規定をしております。 

 第１６条、８ページに続きますが、こちらは、建物等の位置が借地である場合に、土地所有者

に対して土地の適正管理について、町長が助言または指導できる旨。また、土地の所有者から建

物等の所有権に対して、適正管理をするように、要請するように町長が助言または指導すること

ができる旨を規定をしております。 

 第１７条は、必要に応じて、財産管理人選任の申立てを行う旨を規定しております。相続人の

存在、不存在が明らかでない場合には、相続財産管理人が、所有者の行方が分からない場合には、

不在者財産管理人が家庭裁判所への申立てにより選任されるもので、その手続は、いずれも民法

に規定されております。 

 第１８条は、法第７条１項に置くことができると規定をされております協議会について置くと

規定をするもので、空家空地対策を総合的かつ計画的に実施するために、空地等対策計画の作成、

変更、計画の実施に関して協議をする協議会でございます。 

 第１９条で、この条例の施行に関し必要な事項について、規則に引用することとしております。 

 最後に、第２０条は、過料について規定をしております。 

 第１号は、法に罰則規定はございませんが、法及び条例の命令の際に設置した標識の毀損とい

う違反行為に対して、過料に処す旨を規定をしております。 

 第２号と第３号については、法第１６条において、特定空家等に対し、命令に違反した者に
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５０万円以下の過料を、立入検査を拒む等した者に２０万円以下の過料を課すことが定められて

おりますが、条例で規定をします特定法定外空家特定空地にも同様の、同様に過料を課すもので、

額面は、地方自治法第１４条第３項の条例に違反した者に対し、５万円以下の過料を課す旨の規

定を設けることができるという規定を根拠に設定をしております。 

 直の施行期日については、本条例が義務や罰則である過料を課す内容となっておりますので、

内容の十分な周知を行う必要があることから、令和５年１月１日としております。 

 以上で説明を終わります。慎重に御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  これから質疑に入ります。 

 質疑に当たっては自己の意見は述べられないことになっております。なお、質疑の回数は同一

議員につき同一議題について３回を超えることができないようになっておりますので、よろしく

お願いいたします。また、質問者、答弁者の発言は挙手をし、「議長」と発声した後、私から発

言の指名を受けてから行っていただきます。 

 以上のことを必ずお守りいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 これより質疑に入ります。本案に対し、質疑ありませんか。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  ７ページの第１５条の関係なんですけど、具体的に言いますと、

例えば、空き地に雑草が生い茂って、そこに虫が発生して近所の方がとても迷惑していらっしゃ

ったり、そんなことよくあるんですけども。 

○議長（是石 利彦君）  議員、マスク取って、どうぞ。 

○議員（８番 岸本加代子君）  そんなことはよくあるんですけれども、そういったこともこれに

該当するのでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  お答えいたします。 

 そのような状況が、現在も環境衛生の分野で、当課で通知等、指導等を行っているところでご

ざいますが、その虫が湧く状況は、身体とか、生命の重大な損害を及ぼす状況かどうかというと

ころで判断をするようになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  今課長が言われたような状況である場合は、この条例が適用でき

るというふうに考えていいでしょうかということが１つと。その場合、費用をその所有者に請求

することができるとなっているんですけど、その第２項でですね、所有者等に通知することが困

難であるときは、この限りでないと。その通知、緊急安全措置を通知することもできないような
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状況にある所有者に対して、この費用は、果たして請求できるのかなと思ったんですよね。その

辺どうなんでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  お答えいたします。 

 空き家空き地等の管理は、もちろん所有者が行うべきものでございます。こちらの草が生い茂

って、虫が発生してというようなところについては、まずは前段にあります通知とか勧告とかで

対応していくものでありますけれども、それで間に合わないような状況、状態のときのためにこ

の１５条を規定するもので、こちらの費用については、請求することができるとありますので、

請求できない場合は町の負担となることになりますが、ここに記載のとおり、必要最小限の措置

とありますので、それが敷地全部をどうにかするとか、そういうものではないということで考え

ております。敷地全部の草を刈り取ってしまうとか、町のほうで刈り取ってしまうとか、そうい

う待遇ではないということを申し上げます。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員、３回目です。 

○議員（８番 岸本加代子君）  今の答弁から分かることは、安易にね、そういったことはしない

けれども、もうそれが本当に必要である場合はそうしますということだと思うんですけど、それ

でよろしいでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  お答えいたします。 

 ここで想定していたのは、例えば、瓦がですね、瓦が、敷地の外に崩れ落ちそうになっている

ものを敷地の中に引き入れるというか、道を通る方に危険が及ばないようにするとか。その瓦自

体を撤去するとかいうことではなくて、いうことを想定しておりますので、空き地について、ど

のような危険が降りかかるかどうかというのはちょっと今、想像がつかないですが、その時々に

よって住民の皆様の安全を守る措置が必要であれば、この１５条にのっとって措置を行うことに

なろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。太田議員。 

○議員（６番 太田 文則君）  おはようございます。議席番号６番、太田です。第２条の第……。 

○議長（是石 利彦君）  ２ページですね、２ページですね。 

○議員（６番 太田 文則君）  そうですね。 

○議長（是石 利彦君）  はい。 

○議員（６番 太田 文則君）  第２条の第３項。確認なんですけども、国または地方公共団体が

所有しまたは管理する者を除くというふうにうたっていますけども、吉富町にこのような建物ま
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たは敷地があるのかどうか、お答え願えますか。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  お答えいたします。 

 町が管理するようなものであるとか、一部事務組合が管理するようなものという意味合いにな

ろうかと思いますけれども、国が管理するものといいますと、河川の関係になりましょうか。そ

ういうものも町内に存在しております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。太田議員、いいですか、どうぞ。 

○議員（６番 太田 文則君）  ということは、山国川もその対象ということでよろしいんですか。

山国川の土手。 

○議長（是石 利彦君）  ちょっとお待ちください。山国川。ちょっと大き過ぎて。土手。 

○議員（６番 太田 文則君）  いや、何か、国が所有すると条文で。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  お答えいたします。 

 ここの規定では、国または地方公共団体が所有しまたは管理するものを除くということで、こ

れは対象としないという意味合いでございますので、そこは丁重に対応していただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  確認なんですけど、４ページの第５条５項なんですけど、立入調

査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないということは、犯罪捜査の

ためにこういう権限を使ってはいけないということなんでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  お答えいたします。 

 これは、法の条文にも同様の規定がございまして、町が犯罪の捜査をすることはございません

ので、そういう意味合いで規定しております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  皆さん、おはようございます。細かいことはね、また委員会のほ

うでお聞きするんで、ちょっと根本的なことをね、皆さんにちょっと、分かっとるか質問したい

んですけど、これ施行日が令和５年１月１日からなんですけど、基本的に、吉富町の中で今、こ

れに対象になる物件、空き家と特定空き家に、今現時点でこれに指定される物件が把握できるの
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か、先日の質問で、今回、一般質問した時に言ってたんですけど、今からもう一度、正式に空き

家を特定しますという形で、町は先日、返答しています。答弁してます。だから、じゃあ、以前

の平成２７年のときの調べた調査内容をもってして、これを対象にするのか。それとも、もう一

度ちゃんとした調査を行って、そのときに初めて空き家に特定されたものに対してこれを適用に

なるのか、その１点で、ちょっと説明をお願いします。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  お答えいたします。 

 議員のおっしゃったように、来年度、新しくまた空家調査の追加の調査といいますか、更新の

調査をしたと思っておりますが、この特定空き家と、じゃあ、その特定がっく部分ですね、てい

うものにつきましては、その状態がある一定の状態よりも悪いので、全部指定をかけるというも

のではなく、対処が必要ということで行政が判断したものについて指定をかけてまいりますので、

一概に、この状態が悪くても道の真横でない場合、田んぼの中に１軒ある場合とか、田んぼに被

害が及んでいる場合もあるかと思いますけれども、そういった場合は、なかなかこの特定という

のがつきにくいのかなと思っております。状態に応じて、町が関与すべき状態かどうかを判断し

て、この判定をしていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  僕の質問とちょっと違うね。せっかく令和５年１月１日から施行

されるんで、この時点で次の調査までの間、時間が空いてしまうのかどうかやなくて、もう１月

１日現在で今、もうどうしてもというのがあったら町が入って、これ特定空き家に指定しますと

言ったら、もうすぐできるものなのかと、そういう意味です。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  大変失礼しました。お答えいたします。 

 法は、平成２７年から施行されているものでありますので、この条例の施行を待たず、特定空

家等に関しては指定をすることは十分可能であります。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  梅津議員。 

○議員（７番 梅津 義信君）  議員席７番梅津です。条例そのものの質問というよりは、私は、

空家空地対策の推進のために、今回の条例ができる、できると目して聞くんですけれども、従前

の法、国の法、それから、今回、町条例を合わせて、より、対象の方、高齢者が多いと思うので、

パンフレット等を作成して、できれば、こういうのは爽やかな吉富町において、こういうものち

ゅうよりもやっぱりその前にこういうのができんかちゅうので、進んで行政に言われる前にやる
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ことが一番望ましいと思うので、パンフレットを作成して啓発にすることを考えていますか。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  お答えいたします。 

 議員おっしゃるように、この令和５年１月１日までの間に住民の皆様や、それから町外にいら

っしゃって、本町がこれまで空き家の対応を取ってくださいというようなお願い文書を発送して

いるような方については、吉富町がこういう条例を、法と一体となった条例を施行して、空き家

対策や空き地対策に乗り出すということは十分周知をして、また、それに伴って、御自身で対応

しようという方が現れていただくことを切に望んでおります。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  ただいま議題となっております……。失礼しました。質疑なしと認めま

す。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３８号は、総務文教委員会に付託し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３８号吉富町空家空地対策の推

進に関する条例の制定については、総務文教委員会に付託することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第３９号 吉富町議会議員及び町長の選挙における選挙運動の公費負担に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（是石 利彦君）  日程第３、議案第３９号吉富町議会議員及び町長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  それでは、議案書９ページをお願いいたします。 

 吉富町議会議員及び町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてでございます。 

 令和４年４月の公職選挙法施行令の改正により、国政選挙の選挙運動における公費負担の限度

額が引き上げられました。本町の条例につきましても、一部を除き、国の基準を参考としており

ますので、これに併せて条例を改正するものでございます。 

 議案書１０ページをお願いいたします。併せて附属資料の１ページから新旧対照表を掲載して

おりますので、そちらも併せて御確認をお願いいたします。 



- 12 - 

 まず、第４条第２号ア中、１万５,８００円を１万６,１００円に改める。こちらは、選挙運動

用自動車借上げ費用の１日の上限額について定めたもので、国の基準に合わせて改正するもので

ございます。 

 次に、附属資料は２ページ、第４条第２号イ中、７,５６０円を７,７００円に改める。こちら

は、選挙運動用自動車に供給した燃料代の１日の上限額について定めたもので、国の基準に合わ

せて改正するものでございます。 

 続いて、第８条中、７円５１銭を７円７３銭に改める。これは、選挙運動用ビラの１枚当たり

の作成単価について、国の基準に合わせて改正するものでございます。 

 続いて、附属資料は３ページになります。 

 第１１条中、８,８００円を９,１３０円に改める。これは、選挙運動用ポスターの１枚当たり

の作成単価についてでありますが、これだけは国の基準に改めますと、１枚当たりの単価が高く

なり過ぎるため、本町の実情に合わせて独自に上限額を設定したものでございます。こちらにつ

きましても、国と同様、現在の物価高騰の状況に合わせた価格とするため、再度、近隣の印刷業

者数社から見積りを取り、最も高い価格を提示した事業者の見積りを上限額として設定をしてお

ります。 

 最後に、附則としまして、この条例は、公布の日から施行することとしております。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御議決いただきますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  これより質疑に入ります。本案に対して質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第３９号は、総務文教委員会に付託し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第３９号吉富町議会議員及び町長

の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定については、総務

文教委員会に付託することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第４０号 常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

○議長（是石 利彦君）  日程第４、議案第４０号常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 
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 担当課長に内容の説明を求めます。総務課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  議案書１１ページでございます。 

 議案第４０号常勤の特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

説明いたします。 

 議案書１２ページをお開きください。併せて附属資料の４ページに新旧対照表を掲載しており

ます。 

 平成１９年６月に前町長の選挙公約に基づいて減額をされ、現在、福岡県下の町村の中で最低

の水準となっております町長、副町長、教育長の給料月額について、令和５年５月１日付でそれ

ぞれの職責に見合った給料月額に改正をするものでございます。本来であれば、前回の町長の任

期満了時点で改正を行っておくべきものでありましたが、結果として改正がなされないままとな

っておりました。その後、議会の場でもこの件について御質問等を頂き、令和３年５月に改めて

吉富町特別職報酬審議会に意見を求めました。その結果、常勤の特別職の給与は、その職務の内

容や責任の度合いから正当に評価され、かつ、相応な額は保証されるべきであり、県内の市町村

の状況も勘案し、平成１９年６月の改正前とほぼ同水準の給料月額が妥当である。今回の改正案

にお示ししております金額で答申を頂いたところでございます。 

 併せて審議会では、速やかに改正を行うべきとの意見も頂き、私ども事務方も同じ思いで、す

ぐ次の議会での条例改正を町長に提案をいたしましたが、長引くコロナの状況等も踏まえ、やは

り自分に与えられた今の任期中は住民の生活を守ることを最優先とし、改正は行わないこととす

る。ただ、次の町長の任期については、誰が新たな町長になったとしても審議会の意見を尊重し、

きちんと職責に見合った適切な給料が与えられる状況に改善をしておくべきだと意向を受けまし

て、このたび、次の町長の任期が開始されます令和５年５月１日付での給料改定について御提案

をさせていただきました。 

 具体的な金額としましては、新旧対照表に記載のとおり、町長が現在の６２万１,０００円か

ら７８万円、副町長が５２万７,０００円から６２万円、教育長が５０万２,０００円から５３万

円となります。 

 なお、町長の改正後の給料月額につきましては、県内６０市町村中、４０番目の水準となりま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  これより質疑に入ります。本案に対して質疑はありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  今回ですね、前の時から私が言っていますように、今期ではなく

て、あくまでも次の任期のときにしっかりとした給料に変えたらどうかという話はしていました。



- 14 - 

私もそのときに報酬のほうもきちんとし形で精査してくれと。多分、審議会のほうでもその結果

がこの金額だと思うんですが、私が思っていたのは、例えば、県知事、福岡県知事が１３５万円。

ちなみに大分県知事は１２０万円。福岡県議会でいうと、議長が１１１万円、県議員は８９万円、

こういう数字は審議会の中では、こちらから提示しなかったか、向こうから言われなかったのか。

私はもっと言うならね、例えば、カルロス・ゴーンという人間、今、犯罪者ですけど、一番最初

に呼んでくるときに破格な金額で呼んできましたよね。吉富町がせっかくこうして大きな町に、

まあ、一生懸命がんばろうとみんながやってるんで、そこのトップの給料というのは何か。すご

いある程度ぽんとした金額出してもいいんじゃないかと、僕は心の中で正直思っています。例え

ば、１,０００万ぐらいやってもいいんやないかな。カルロス・ゴーンのように億とか言われる

と、さすがにうちの財政上問題なんですけど。１,０００万ちゅうのは冗談にしても、何かもう

少し吉富町らしくね。よく行政の方は、周りに合わせるわね。大体、近隣市町村を見たらどうで

したとか、大体、合わせるとか言うんですけど。ただ、やっていることは、よそがやっていない

こと一生懸命やるんですよ。でも、給料とかこういうときに限って、近隣市町村に合わせるとか

いうね、何かそういうところだけがね、何か逃げ腰というかね、なるんで、そういうことは審議

会の中で出なかったのか、こちらから答申かけなかったのか、ちょっとそこだけ教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  先ほどは失礼しました。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  特別職報酬審議会の場においては、基本的には、町長、副町長、

その他特別職の常勤の特別の給料を審議する場であるんですけれども、基本的に近隣の状況であ

ったりとか、他の、その職の職責、それに見合った給料月額がどの程度なのかということを審議

させていただきました。先ほど引き合いに出していただきましたのは、福岡県知事等なんですけ

れども、町長との職責等の比較という意味でいいますと、比べる対象ではないのかなというふう

に考えておりまして、これは、あくまで住民の皆様に御納得いただける、水準であるかどうかと

いうことを含めて、審議をされたというふうに認識をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。横川議員。 

○議員（９番 横川 清一君）  ちょっと忘れましたが、私は一般質問で、こういう特別職の給料

も含めて、議員等の報酬をもう一度見つめ直したらどうかと思いました。 

 あと、いろんな方の消防団員であり、そういう方々のちょっとだいぶ、年数がたっているので、

毎回、審議してほしいとお尋ねしました。その中で、今回の審議会においては、議員等は含まれ

ていなかったのでしょうか。それと、ほかの報酬をもらっている方の審議、別の形になるかと思

いますが、そういうのはなかったんでしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 
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○総務財政課長（奥本 仁志君）  まず、特別職報酬審議会についてなんですが、こちらの審議会

は常勤の特別職の給料水準等について審議をする場となっております。ですので、この審議会に

は、非常勤の特別職であります議員の皆様方、それからその他の各種委員の皆様方の審議をする

場ではないということで、その点について審議はいたしておりません。ただ、事務方といたしま

して、当時、今議員さんから頂いた一般質問で答弁をさせていただきましたが、非常勤の特別職

の水準につきましても検討をさせていただきました。これにつきましては、実は、平成２０年

３月に非常勤特別職の報酬は、条例を改正して減額が行われております。このときの理由といた

しましては、それ以前からなんですが、非常勤特別職の報酬は、職員の給与体系、これ人事院勧

告があるんですけれども、こちらに準じまして、当時からの東部３町村、新吉富村、大平村、そ

れから、現在の上毛町、そちらとも協議と行いまして、回帰を行ってきているという経緯がござ

います。そのときの改正におきましては、それよりもう１つ前の平成９年３月に改定しているん

ですが、その当時の改定のときの水準と比較しまして、人事院勧告による職員の給料が大幅に減

となっていたことから、その減額率に合わせて改正がされたという経緯でございます。 

 これにならいまして、前回改正時の以降、人事院勧告による給料の増減率というのを確認させ

ていただきましたが、確認した結果、現在、０.３％程度の増にとどまっておりまして、改正す

るとしても、もう１００円とか、そういった水準ということになっておりまして、そういったも

のを踏まえまして、現時点では、ここ非常勤の特別職についての改定を行う状況ではないのかな

というところで、今回、常勤に特別職の条例のみを計上させていただいたという状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  私の疑問は、提案の時期と実施の時期です。全協でも説明を受け

ましたし、今も執行部からの説明あったんですけれども、令和３年の５月に答申を受けて、答申

を受けたらすぐしなければならないというものではなさそうですね。それで令和５年、今は今提

案して決めて、ところが今、コロナの状況がこんな状況なので今はさけて５月だということだと

思うんですけれども、じゃあ、果たして５月にコロナがおさまっているかどうかという保証がな

いし、もっとひどくなっているかもしれないと思うんですよね。だから、見通しがついたそのと

きに提案して実施するというのが一番ベターじゃないかなと思うんですけど、その点どうなんで

すかね。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  先ほどもお答えしましたとおり、町長、副町長、教育長の給料

につきましては、現下、県下最低の水準となっております。これについては、正しい職責に見合
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った給料水準にすぐにでも改定すべきというのが報酬審議会での答申でもありますし、私どもも

そうしたいという思いは持っておりました。ただ、これは、町長の今、個人の、花畑町長の個人

的な思いです。自身の任期中は、こういったコロナの状況もあるので、引上げは行わないという

御判断をされたということでありまして、私どもとしましては、本来であれば、コロナには全く

関係ない、本来であるべき適正な水準に本当はすぐにでも変えたいところなんですけれども、こ

こは、次の町長の任期のタイミングを、どなたが町長になってもそうしますというタイミングで

改正をさせていただきたいということで、今回、御提案をさせていただきますということです。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。岸本議員。マスク取って、どうぞ。 

○議員（８番 岸本加代子君）  すいません。ちょっと、いまいちちょっと分かんないですけど。

実施は５月１日にするわけでしょ、何であっても。そしたらば、その直前にするというのが本当

じゃないかなと思うんですね。このままだと、このまま、例えばですよ、コロナの状況がこうい

う状況ということなので、５月の時点でもっともっとこれがひどい状態になっていたとすれば、

また延期ということになるのかなと思うんですよね。だから、やはり先ほどの空き地のあれで、

空き家空地のあれで、措置する時間が必要だからというのは分かるんですけれども、やはり実施

することを、実施を目指してというか、そこを考えて、提案時期というのはあるんやないかなと

思って、ちょっとそこが不思議というか、疑問なんです。もう１回、お願いします。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  先ほども申し上げましたけれども、この給料とコロナの問題は

別ものでございます。あくまで給料は、その職責に見合った給料水準であるべきでありますので、

これはもう改正すべきということだし、コロナの状況にかかわらず、本来はそうすべきものだと

考えております。ただ、今回、５月にしたというのは、町長の政策的な判断でそうされたという

ことでありまして、本来であれば、今すぐにでも上げても全く問題ないから、当然、そうあるべ

きものだと私どもは考えています。 

 以上です。（「かみ合っていない」と呼ぶ者あり） 

○議長（是石 利彦君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４０号は、総務文教委員会に付託し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４０号常勤の特別職の職員の給

与等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、総務文教委員会に付託することに決
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しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第４１号 令和３年度吉富町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第６．議案第４２号 令和３年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第７．議案第４３号 令和３年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第８．議案第４４号 令和３年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第９．議案第４５号 令和３年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて 

日程第１０．議案第４６号 令和３年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定

について 

○議長（是石 利彦君）  お諮りいたします。日程第５、議案第４１号から日程第１０、議案第

４６号までの６議案を一括議題といたしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、日程第５、議案第４１号令和３年度吉

富町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第１０、議案第４６号令和３年度吉富町下

水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定についてまでの６議案を一括議題といたします。 

 代表監査委員に監査の報告を求めます。是石監査委員。監査委員、どうぞ。 

○監査委員（是石 英俊君）  地方自治第２３３条第２項及び第２４１条第５項並びに地方公営企

業法第３０条第２項の規定により、令和３年度吉富町一般会計、特別会計及び水道事業会計、下

水道事業会計の決算並びに基金の運用状況を示す書類を審査した結果、その意見は次のとおりで

あります。 

 １、審査対象、（１）令和３年度吉富町一般会計歳入歳出決算及び関係帳簿類、証書類。

（２）令和３年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。（３）令和

３年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。（４）令和３年度吉富町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿、証書類。（５）令和３年度吉富町水道事業会計

剰余金の処分及び決算並びに関係帳簿、証書類。（６）令和３年度吉富町下水道事業会計剰余金

の処分及び決算並びに関係帳簿、証書類。（７）基金の運用状況。 

 ２、審査終了期日、令和４年８月２５日。 

 各会計について、決算書及び出納日計簿、収入簿並びに支出簿により出納書類を照査の上、慎

重に審議した結果、決算は計数的に正確であり、財務執行は適正であると認定しました。 
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 また、基金の運用状況につきましては、その目的に従って適切かつ効率的に運用され、計数及

び証票書類、貯金証書などともに合致しており、正確であると認めました。令和４年８月３１日。

吉富町監査委員、矢岡匡、同是石英俊。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ありがとうございました。 

 次に、決算の概要について、会計管理者に説明を求めます。会計管理者。岩井さん。岩井会計

管理者。 

○会計管理者（岩井 保子君）  それでは、町の各会計の令和３年度決算につきまして、お手元の

決算の概要により説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 この表は、一般会計及び特別会計における決算の総括表です。一番下の欄を御覧ください。 

 各会計の歳入決算の合計額は５３億７６６万２,３４２円、歳出決算合計額は５０億２,３４８万

７,３２０円、繰越事業費繰越財源は２,８１７万１,０００円、差引き残高は２億５,６０２万

４,０２２円です。 

 ２ページをお願いいたします。 

 令和３年度一般会計決算の概要について説明いたします。 

 １、概要、（１）予算額です。当初予算額３３億３,０００万円、補正予算額７億４,８２３万

４,０００円、令和２年度からの繰越事業費繰越額は３億７,９４７万６,０００円、予算現額は

４４億５,７７１万円でございます。 

 （２）決算額です。歳入額４３億４,９８９万６,３６７円、歳出額４１億３９８万８９５円、

歳入歳出差引き残額２億４,５９１万５,４７２円となり、このうち吉富町財政調整基金条例の規

定に基づき１億１,０００万円の決算積立てを行いましたので、令和４年度への繰越額は１億

３,５９１万５,４７２円です。 

 なお、この繰越額の中には２,８１７万１,０００円の繰越明許費繰越額が含まれております。 

 （３）は、最近５か年度の決算額の状況を表に示しているものでございます。 

 ２、歳入（１）歳入の決算額です。予算現額４４億５,７７１万円、調定額４３億９,６０６万

５,６１１円、収入済額４３億４,９８９万６,３６７円、不納欠損額７８９万２,５００円、収入

未済額は３,８２７万６,７４４円です。不納欠損額及び収入未済額の内訳は、備考に記載のとお

りでございます。 

 （２）は、歳入決算額の科目別内訳です。歳入の科目ごとに令和３年度と、令和２年度を比較

したものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 
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 ３、歳出、（１）歳出の決算額です。予算現額４４億５,７７１万円、支出済額４１億

３９８万８９５円、執行率は９２.０１％、不用額は２億１,３６４万５,１０５円、繰越明許費

１億４,００８万４,０００円でございます。 

 （２）歳出決算額の科目別内訳です。各項ごとの歳出決算額を次の４ページにかけて記載をし

ております。備考欄の不用額等の内訳には、目ごとに１００万円以上の不用額及び繰越明許費に

ついて記載しております。 

 ４ページ、（３）歳出決算額の性質別内訳は、令和３年度と令和２年度の決算額を種別ごとに

比較したものでございます。 

 ５ページをお願いします。 

 ４、町民の負担状況です。歳入総額に対する町民負担の割合は１１.９０％で、令和２年度と

比較し、０.３６％増加しております。 

 ５、町債の現在高です。前年度末現在高の合計額は３４億１,２０８万１,０００円で、３年度

中に新たに普通債２億６,０２７万７,０００円、臨時財政対策債１億１,１３７万１,０００円の

合計３億７,１６４万８,０００円を起債して、合計２億８,４３５万７,０００を償還したことに

より、今年度末現在高の合計額は３４億９,９３７万２,０００円となっております。昨年度より

８,７２９万１,０００円増加しております。 

 ６ページをお願いします。 

 ６、町有財産の状況です。土地は、９８１平方メートル増加し、３４万６,９８５平方メート

ルです。吉富フォーユー会館駐車場用地の購入、水路の用途配水による分離替え、寄附により

１,２７６平方メートル増えておりますが、旧消防防災用倉庫車庫の売却により２９５平方メー

トル減少したため、差引９８１平方メートルの増加でございます。 

 建物は、増減がなく、３万１,１３５平方メートルです。 

 車両は、道路管理用車両を２台配備したことにより、３１台の保有となりました。 

 一般会計に属する基金は、年度中に１億６,７５４万７,０００円増加し、基金合計額は２６億

４,４８４万９,０００円です。年度中の基金積立ては、財政調整基金を１億円、減債基金を

３,０５１万６,０００円、地域振興基金を５,５５０万円、公共下水道事業基金を１億

４,０００万円、ふるさと吉富まちづくり応援基金を１,３８６万５,６３７円、収入印紙公売基

金を３８万３,２００円新たに積み立て、その他では利息積立てが合計で７５万１,１３７円あり

ました。 

 また、取崩しを行った基金は、公共下水道事業基金が１億５,９００万円、ふるさと吉富まち

づくり応援基金が１,４１４万２,７２０円、収入印紙公売基金が３２万８,０００円です。備考

欄には、各基金の令和４年３月３１日現在の残高を記載しております。 
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 権利は、年度中に、京築地区水道企業団への出資金が２０万円増え、３億７,２８８万

５,０００円でございます。債権の増減はありません。 

 ７、一部事務組合財産の状況です。土地、建物に関する増減につきましては、京築地区水道企

業団で伊良原ダムの共有施設の持ち分が県から示されたことに伴い、土地の保有状況の見直しを

行うとともに、建物につきましても、精査を行った結果、土地は１４万１,５８０平方メートル

増加し、１７万９,２３７平方メートルに、建物は９６３平方メートル減少し、４,９４３平方

メートルとなっています。 

 組合債の残高につきましては、吉富町外一市中学校組合は１,７１８万５,０００円減少し、

１億７,５７５万５,０００円、豊前市外二町清掃施設組合は８,７２３万８,０００円が減少し、

３,８３４万円。京築広域市町村圏事務組合は３,１７８万５,０００円減少し、３億４,８０８万

３,０００円、京築地区水道企業団は３億６,８６５万２,０００円が減少し、３１億５,１１０万

３,０００円でございます。 

 ７ページから８ページにかけましては、歳入歳出決算の科目別の割合を円グラフで示しており

ます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 国民健康保険特別会計決算の概要でございます。 

 １、概要、（１）予算額です。当初予算額８億２,４１６万７,０００円、補正予算額

１,１４５万８,０００円、予算現額は８億３,５６２万５,０００円です。 

 （２）決算額です。歳入額８億２,３２６万６,１６８円、歳出額７億９,６６２万３,０７７円、

歳入歳出差引き残額は２,６６４万３,０９１円です。基金への積立てはありませんので、翌年度

繰越額は、歳入歳出差引き残額と同額の２,６６４万３,０９１円です。 

 （３）は、最近３か年度の決算額の状況を記載しております。 

 次に、２、歳入（１）歳入の決算額です。予算現額８億３,５６２万５,０００円、調定額８億

４,２４１万２,９５７円、収入済額８億２,３２６万６,１６８円、不納欠損はありません。収入

未済額は１,９１４万６,７８９円でございます。 

 （２）は、歳入決算額の科目別内訳は、歳入の科目ごとに令和３年度と令和２年度を比較した

ものでございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 ３、歳出、（１）歳出の決算額です。予算現額８億３,５６２万５,０００円、支出済額７億

９,６６２万３,０７７円、執行率は９５.３３％、不用額３,９００万１,９２３円で、内訳は、

備考に記載しているとおりでございます。 

 （２）歳出決算額の科目別内訳は、歳出科目ごとの令和３年度と令和４年度の比較でございま
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す。 

 ４、補保険者の負担状況です。令和３年度と令和４年度を比較したもので、令和３年度の歳入

総額に対する被保険者負担の割合は、１３.８５％です。 

 ５、基金です。保険給付費支払準備基金は、年度中に利息と合わせて３０１万２,３９６円を

積み立てましたが、１,９６０万７１５円を取り崩したため、１,６５８万８,３１９円減少し、

今年度末現在高は１億３,０１９万９,５７６円です。高額療養資金貸付基金は、年度中の増減が

なく、今年度末現在高は、原資額の３５０万円でございます。 

 ６、債権につきましてはございません。 

 １１ページです。 

 奨学金特別会計決算の概要になります。 

 １、予算額です。当初予算額３,３７６万５,０００円、補正予算額は１,１５４万９,０００円

の減額で、予算現額２,２２１万６,０００円です。 

 ２、決算額です。歳入額２,２７５万９,７９５円、歳出額１,３７６万２,２１７円、歳入歳出

差引き残額８９９万７,５７７円で、全額が翌年度への繰越額となります。 

 ３、歳入の決算額は、科目ごとの予算現額と収入済額、差引き増減を記載しております。差引

き増減の三角表記は歳入超過を示しております。 

 ４、歳出の決算額は、このその他の予算現額と支出済額、不用額を記載しております。 

 ５、基金です。奨学金基金は、年度中に利息と合わせて７３１万３,５８９円を積み立て、今

年度末現在高は９,３３５万３,２６４円となっております。 

 １２ページをお願いいたします。 

 後期高齢者医療特別会計決算の概要です。 

 １、予算額です。当初予算額１億１,５６８万円、補正予算額は３３０万３,０００円の減額で、

予算現額１億１,２３７万７,０００円です。 

 ２、決算額です。歳入額１億１,１７４万１３円、歳出額１億９１０万１,１３１円、歳入歳出

差引き残額２６３万８,８８２円で、全額が翌年度への繰越額となります。 

 次に、３、歳入の決算額は、科目ごとの予算現額と収入済額、差引き増減及び令和２年度の決

算額を記載しております。歳入増減の三角表記は歳入超過を示しております。 

 また、令和２年度決算額との比較は、合計で１３４万３,４８２円の減額となっております。 

 ４、歳出の決算額です。科目ごとの予算現額と支出済額、不用額、令和２年度決算額を記載し

ております。令和２年度決算額との比較は、合計で１２５万４,１４１円の減額です。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（是石 利彦君）  暫時休憩をいたします。再開は１５分、１０時１５分とします。 



- 22 - 

午前11時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 引き続き、水道事業会計、下水道事業会計の決算の概要について、担当課長の説明を求めます。

上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  それでは、令和３年度吉富町水道事業会計決算の概要につきま

して御説明をいたします。 

 １３ページをお願いいたします。 

 １、収益的収入及び支出、まず、収入につきまして、当初予算額１億４,９５９万７,０００円

に、補正予算額はマイナスの２万４,０００円、予算現額は１億４,９５７万３,０００円です。

支出につきましては、当初予算額１億３,６０７万４,０００円に、補正予算額はマイナス

６４６万円、予算現額は１億２,９６１万４,０００円です。これに対しまして、決算額は、収入

１億５,７４７万８,３２１円、支出は１億１,８２６万２,００８円で、収入支出差引き残高は

３,９２１万６,３１３円となっております。 

 次に、２、資本的収入及び支出、収入につきましては、当初予算額８,７５９万８,０００円に、

補正予算額マイナス１,３４０万円、予算現額は７,４１９万８,０００円です。支出につきまし

ては、当初予算額１億３,９０８万７,０００円に、補正予算額マイナス３３８万円、予算現額は

１億３,５７０万７,０００円となっております。これに対し、決算額は、収入７,３０１万

２,０００円、支出は１億２,１７１万３,８４１円で、収入支出差引き残高はマイナスの

４,８７０万１,８４１円となっております。 

 この資本的収入額が資本的支出額に不足する額４,８７０万１,８４１円は、過年度損益勘定留

保資金４,２７９万６,７９６円と当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額５９０万

５,０４５円で補填をいたしております。 

 続きまして、３、契約の要旨でございます。令和３年度における契約のうち、主なものを掲載

しております。 

 ４、業務についてであります。年度末給水人口のほか、記載の項目につきまして、令和３年度

と令和２年度を比較して掲載してございます。年度末給水人口は６,０７１人であり、令和２年

度に比べ１４人の増。３行目、年間配水量は６４万７,８２７立方メートルであり、令和２年度

と比べ、４,９１２立方メートルの増。５行目、年間給水量は６１万２,９５４立方メートル、令

和２年度に比べ、３,０１０立方メートルの増となっております。有収率につきましては、

９４.６２％ということで、令和２年度に比べ、０.２５％下がりはしたものの、令和３年度も漏
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水調査に努めまして、大きな漏水は発生しておらず、引き続き、高い有収率に収めることができ

ました。今後も入念な監視を行い、漏水の早期発見、早期修理に努め、有収率を維持及びさらな

る向上を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、５、企業債及び一時借入金の概要です。企業債につきましては、第３配水池築造工事分

と下水道工事に伴う本管布設替工事分が主なものであり、前年度末残高５億６,３５０万

２,４５４円に本年度借入高４,２３０万円を加え、本年度償還高２,６０４万６,３４６円を差し

引きまして、本年度末残高は５億７,９７５万６,１０８円となっております。 

 一時借入金はございません。 

 ６、令和３年度水道事業会計固定資産明細でございます。 

 固定資産の年度当初現在高は２２億６８８万３,０７５円で、当年度増加額は８,６９７万

４５０円、当年度減少額は１,７３８万８,１２８円、差引きいたしました年度末現在高は２２億

７,６４６万５,３９７円でございます。 

 最後に、当年度減価償却増加額は３,４２８万８,７６４円、当年度減価償却減少額は

１,５３６万３,７２２円で、減価償却累計額総計は８億５,９８２万６,４７７円となっており、

年度末償却未済高は１４億１,６６３万８,９２０円です。 

 以上で、令和３年度吉富町水道事業会計決算の概要ついての説明を終わります。 

 引き続きまして、１４ページをお願いいたします。 

 令和３年度吉富町下水道事業会計決算の概要ついてでございます。 

 １、収益的収入及び支出、収入につきましては、当初予算額が２億７,８６９万５,０００円で、

補正予算額の５７１万３,０００円を合わせまして、予算現額は２億８,４４０万８,０００円で

す。支出につきましては、当初予算額２億５,９１３万５,０００円に、補正予算額８８９万

５,０００円を合わせまして、予算現額は２億６,８０３万円でございます。これに対しまして、

決算額は、収入２億８,３０９万８,２０９円、支出は２億５,８０８万６,７３６円で、収入支出

差引き残高は２,５０１万１,４７３円となっております。 

 次に、２、資本的収入及び支出、収入につきましては、当初予算額３億６,８９０万３,０００円

に、補正予算額はマイナス８０３万４,０００円、予算現額３億６,０８６万９,０００円です。

支出につきましても、当初予算額４億７,４９３万円に、補正予算額はマイナス９３０万円、予

算現額は４億６,５６３万円となっております。これに対しまして、決算額は、収入２億

７,０９６万９,０００円、支出は３億７,５５８万８,０３０円で、収入支出差引き残高はマイナ

スの１億４６１万９,０３０円となっております。 

 この資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億４６１万９,０３０円は、過年度損益勘定

留保資金１,５９６万３,８８１円と当年度損益勘定留保資金６,７４７万４,２３９円、当年度消
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費税及び地方消費税資本的収支調整額１,３９８万９１０円で補填をいたしております。 

 そして、なお、不足する額７２０万円は当年度同意済企業債の未発行分をもって、翌年度に措

置をするものとしております。 

 続きまして、３、契約の要旨でございます。水道事業と同様に、令和３年度における契約の中

から抜粋して掲載をしております。 

 ４、業務についてであります。行政区域内人口のほか、記載の項目につきまして、令和３年度

と令和２年度を比較して掲載してございます。行政区域内人口は６,６７４人、令和２年度に比

べ４４人の減。処理区域内人口は、令和３年度４,１９０人と、下水道事業区域の拡張に伴いま

して１８０人増加しております。水洗化人口は、令和３年度２,３００人、供用開始区域の拡張

に伴いまして、これは１７０人の増加であります。年度末処理戸数も１,０４１戸となりまして、

７７戸の増となっております。普及率は、令和３年度６２.７８％となりまして、昨年度より

３.０９％の増、有収水量も下水道使用者の増加に伴いまして、令和３年度は２４万９,２１０立

方メートルで、前年対比１万１,４４８立方メートルの増となっております。 

 下水道事業は、関係各位の御理解御協力によりまして、水洗化人口普及率等順調に向上してい

るところでございます。今後も、引き続き、下水道接続者の増加推進に努めてまいりたいと考え

ております。 

 次に、５、企業債及び一時借入金の概要です。企業債につきましては、前年度末残高２７億

６,７０７万６,２７３円に、本年度借入高１億８,７００万円を加えまして、本年度償還高１億

９３２万９,００２円を差し引きまして、本年度末残高は２８億４,４７４万７,２７１円となっ

ております。 

 一時借入金はございません。 

 ６、令和３年度下水道事業会計固定資産明細でございます。 

 固定資産の年度当初現在高は５４億５,７８４万８,４７０円で、当年度増加額は２億

５,２８４万９,０６５円、当年度減少額は８０６万８,１３０円、差引きしました年度末現在高

は５７億２６２万９,４０５円でございます。 

 当年度減価償却増加額は１億５,１６２万５００円、当年度減価償却累計額総計は４億

５,２６３万７,３７７円となっております。年度末償却未済高は５２億４,９９９万２,０２８円

であります。 

 以上で、令和３年度吉富町下水道事業会計決算の概要ついての説明を終わります。 

○議長（是石 利彦君）  決算の概要説明が終わりました。 

 引き続き、議案第４１号令和３年度吉富町一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といた

します。 
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 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４１号令和３年度吉富町一般会計歳

入歳出決算の認定については、本日は決算書の内容について、執行部からの説明を受けることに

とどめ、質疑を省略し、予算決算委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４１号令和３年度吉富町一般会

計歳入歳出決算の認定については、本日は決算書の内容について、執行部からの説明を受けるこ

とにとどめ、質疑を省略し、予算決算委員会に付託することに決しました。 

 それでは、決算書の一般会計歳入歳出決算事項別明細書１ページから順を追って説明を求めま

す。税務課長。失礼しました。 

○税務課長（岩井 保子君）  １ページから２ページにかけまして、１款町税について説明いたし

ます。 

 調定額は前年度より３,６６３万９,８００円減少し、８億１,５５８万５,１３８円でございま

す。税別の内訳といたしまして、１項町民税が１,７８４万９,８０７円の減額で、そのうち１目

個人町民税は１,５６５万３,７８２円、２目法人町民税は２１９万６,０２５円、共に減額でご

ざいます。 

 ２項固定資産税も２,４３９万８,２２４円の減額です。 

 ３項軽自動車税におきましては４４万４,０００円増額しております。 

 ４項のたばこ税も５３５万８,６３１円の増額です。 

 収入済額は、前年度より３,２６９万５,６０３円減少の７億７,４２５万５,８２５円でござい

ます。 

 不納欠損額は７８９万２,５００円で、前年度より７７４万３,９００円増えております。 

 固定資産税における現年課税分が２件と滞納繰越分が１件です。 

 滞納繰越分につきましては、平成２６年度から３１年度の６年分でございます。いずれも法人

の倒産や解散による納税義務者非存在の案件でございます。滞納者数は１５７人で、前年度より

２７人減少しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３ページ。４ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  ４ページ、９款１項１目新型コロナウイルス感染症対策地方税

減収補填特別交付金で、予算額１,１３９万６,０００円に対し、調定額、収入済額が共に

１,１４１万１,０００円でございます。令和３年度のみの措置といたしまして、厳しい経営環境

にある中小企業者に対して、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を２分の１またはゼロと

する軽減措置が設けられましたが、これによって町の固定資産税の税収が減少した分について、
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全額、国から特別交付金として交付されたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  続けて……。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  合わせて４ページ。 

○議長（是石 利彦君）  ４ページ。はい。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  １０款１項１目地方交付税で、予算額１３億７,１５６万

６,０００円に対し、調定額、収入済額共に１３億９,１８８万４,０００円でございます。内訳

としましては、１節普通交付税が予算額、調定額、収入済額、全て１３億１５６万６,０００円、

２節特別交付税が、予算額７,０００万円に対し、調定額、収入済額が共に９,０３１万

８,０００円でございます。 

 令和３年度の国の補正予算において、令和３年度のみの措置として、臨時経済対策費２,６１３万

４,０００円、臨時財政対策償還基金費３,０５１万６,０００円が上乗せで交付されたこともあ

り、普通交付税につきましては、対前年度比で約１６.２％の大幅増となっております。 

 なお、特別交付税はほぼ前年度と同額でございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  同じく４ページ、１２款分担金及び負担金１項負担金１目民

生費負担金の１節児童福祉費負担金でございます。調定額２,８２４万１,４５６円に対しまして、

収入済額２,７１６万６,２４６円、収入未済額１０７万５,２１０円になっております。この内

訳ですが、保育所関係調定額のうち、現年分調定額２,０１９万２,４５０円に対しまして、収納

額が１,９９９万７,１６０円で収納率は９９.０３％、滞納者は２名でございます。また、滞納

繰越分の調定額につきましては１６３万４,６１０円に対しまして、収納額が８４万１,２９０円

で収納率は５１.４７％、残りの滞納者につきましては９名でございます。 

 また、放課後児童クラブ、保育料につきまして、調定額が６３５万４,４４６円に対しまして、

収入済額６２６万７,８４６円、収入未済額が８万６,６００円になっております。この内訳です

が、調定額のうち、現年分調定額が６２８万２,９４６円に対しまして、収納額が６１９万

６,３４６円で収納率は９８.６２％、滞納者は３名でございます。滞納繰越分の調定額は７万

１,５００円に対しまして、収納額が７万１,５００円で、収納率は１００％でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５ページ。６ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  １３款１項５目２節の住民福祉センター使用料についてです。 

 住民福祉センターひだまりを高齢者の文化活動や教養、健康、福祉の増進等を目的とする活動
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の場として、令和３年４月から一般利用を開始しております。会議室や空調設備の使用料として、

延べ１７６件の使用がございます。施設の使用料として２万６,２５０円、空調利用料として

３万２００円の内訳となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  あいあいセンター所長。 

○吉富あいあいセンター所長（友田 哲也君）  ６ページ、真ん中くらいをお願いいたします。 

 １３款１項６目１節のあいあいセンター使用料でございます。こちらのほうの歳入も令和３年

度から新規で利用料として頂くようになったものでございまして、健康づくりを行う体操、太極

拳、ヨガというような、そのような団体が定期的に利用していただいているものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ６ページ他に、７ページ。８ページ。福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  ８ページ、１４款２項１目７節住民税非課税世帯等に対する臨

時特別給付金補助金についてです。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、住民税非

課税世帯や家計急変世帯に対し、速やかな生活支援を行うため、１世帯当たり１０万円の給付金

を支給する事業です。本事業は、申請期限が令和４年９月３０日までとなっており、繰越事業と

して、４月１日以降の確認書や申請受付でも対応をしております。臨時特別給付金事業補助金は

７６３世帯、非課税世帯７６１世帯、家庭急変世帯２世帯への給付金事業。それから申請書郵送

代や振込手数料など、給付金準補助金として、令和４年３月３１日までの対象事業費の補助金と

なっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  すいません、７ページに戻って。 

○議長（是石 利彦君）  ７ページ。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  １４款１項２目１節保健衛生費負担金の２段目、新型コロナ

ウイルスワクチン接種対策費負担金でございます。これは、昨年度、コロナワクチン接種で繰越

額を合わせまして４,１９５万５,０００円に対しまして、収入済額が３,４３１万９,３４０円と

なっております。この費用は、病院等で個別に接種する費用に対する国からの負担金で、補助率

は１０分の１０でございます。 

 以上です。 

 すいません、それと、引き続いて８ページをお願いいたします。 

 １４款２項１目４節低所得の子育てに対する生活支援特別給付金補助金９２１万９,０００円

でございます。 
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 コロナによる国の事業で、対象者は、令和３年３月３１日時点で、１８歳未満の児童を養育す

る方のうち、令和３年１月１日以降の収入が減少し、住民税非課税相当の住民になった方若しく

は高校生以上の児童のみを養育していて、令和３年度住民税均等割が非課税の方が対象で、補助

額は児童１人当たり５万円の給付となっており、補助率は１０分の１０でございます。これの事

務費につきましては、電算のシステム改修等となっております。 

 同じく５節子ども・子育て支援事業費補助金３１９万円でございます。児童手当特例給付の支

給に関わる所得制限が、令和４年１０月分支給から設けられ、また、現況届の提出が不要になる

ということに伴う電算システムの改修費用の補助金で、これも補助金は１０分の１０でございま

す。 

 続きまして、６節子育て世帯臨時特別給付金１億１,４５７万２,０００円でございます。これ

もコロナによる国の事業で、対象者は①として、令和３年９月分の児童手当支給対象となる児童。

②令和３年９月３０日時点で高校生の児童、③令和４年３月３１日までに生まれた児童手当支給

対象児童のいずれかに該当する児童が対象で、補助額は児童１人当たり１０万円の給付となって

おり、補助率は、これも１０分の１０でございます。事務費につきましても、電算システムの改

修となっております。 

 続きまして８節保育対策総合支援事業費補助金６３万５,０００円でございます。コロナによ

る国の事業で、町内の認可保育所にコロナ安全対策として、コロナウイルスの感染拡大を防止す

る観点から、保育所等で使用するマスクや消毒液等の購入に対する費用の補助金で、補助率は

２分の１でございます。 

 最後に、９節保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金９１万２,１４０円でございます。新型

コロナウイルス感染症への対応と、少子高齢化への対応が重なる保育の最前線において働く保育

士等の処遇改善のため、令和４年２月から９月までの間、職員に対して３％程度、月額９,０００円

の賃金改善分に対応するための費用の補助金で、補助率は１０分の１０でございます。 

 同じく８ページ、１４款２項２目２節の疾病予防対策費補助金でございます。これは、新型コ

ロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金で、繰越しを合わせまして、予算額６,３８５万

４,０００円に対しまして、収入済額５,２０１万５,０００円となっております。これは集団接

種に対する費用でございまして、補助率は１０分の１０となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ９ページ。地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  ９ページの５目総務費補助金２節地方創生推進交付金でござい

ます。これにつきましては、交流マルシェ委託運営業務・特産品開発事業の委託料にまちづくり

会社運営支援と空き家健康活用助成金を加えた２,４４７万１,０００円に、交付率の５０％を乗
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じた金額でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １０ページ。建設課主幹。 

○建設課主幹（南  博己君）  すいません、９ページをお願いします。 

○議長（是石 利彦君）  ９ページ。 

○建設課主幹（南  博己君）  ３目土木費補助金１節社会資本整備総合交付金でございます。予

算額８,１２１万３,０００円に対しまして、調定額、収入額共に７,１８６万円で、差額

９３５万３,０００円についてでございます。備考欄の上から２番目、社会資本整備総合交付金

（町営住宅分）２,５６６万２,０００円でございますが、こちらは、幸子団地の改修事業に伴う

国庫補助金でございます。この改修事業につきましては、令和２年度からの明許繰越分と、令和

３年度分の前払金、以下につきましては、令和４年度に繰越をいたしておりますため、その差額

分となっております。 

 なお、補助率は４５％となっております。 

 続いて、６目農林水産業費補助金です。予算額１６４万円に対しまして、調定額、収入額共に

８０万円で、差額８４万円についてです。こちらは、防災重点農業用ため池に指定されておりま

す６池について、令和２年度より、順次、ため池の劣化調査を行っておりますが、この事業につ

きましては、国の補正予算を頂き、それをそのまま令和２年度から明許繰越分とし、令和３年度

分と一括で事業を実施いたしております。令和４年度につきましても、同事業を国へ要望してお

りましたところ、また国の補正予算を頂けることとなりましたので、それをそのまま令和４年度

に繰越しいたしましたため、差額分８４万円となっております。 

 なお、補助率は１００％となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  ５目１節社会保障・税番号制度システム整備費補助金でございます。

この節の予算額のうち、２７３万３,０００円をシステム整備費補助金相当分として、転入・転

出手続のワンストップ化対応事業分ということで予算計上しておりましたが、歳出予算４５１万

円とともに令和４年度に繰り越したため、令和３年度中の調定額、収入額ともございません。国

の補助を受けるため、国からの指示により、令和３年度予算として計上し、全額を令和４年度に

繰越して事業を実施するものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ９ページいいですか。１０ページ。建設課主幹。 

○建設課主幹（南  博己君）  ３項委託金、３目土木費委託金でございます。すいません。１節
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河川海岸費委託金でございます。予算額１８７万円に対しまして、調定額、収入額共に１５７万

２,１１０円で、差額２９万７,８９０円についてです。こちらは、山国川樋管管理委託金でござ

いますが、広津第１、第２、第３樋管におきまして、国による改修工事が実施されました関係で、

令和３年１０月から令和４年３月までの間、定期点検が不要となりましたことから、委託金につ

きましても減額となったものなのです。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １０ページいいですか。１１ページ。子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  １５款２項２目２節児童福祉費補助金の下から２番目です。

保育対策総合支援事業費補助金、これの内容につきましては、認可外保育所が来年度、令和５年

度から認可移行に関して、この準備の調査費用といたしまして、県からの頂いた補助金で、補助

率につきましては４分の３となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  同じく１１ページの一番下にあります２節児童福祉費補助金の

福岡県結婚新生活支援事業費補助金でございます。これにつきましては、福岡県の新婚生活支援

事業費補助金交付要綱に基づいた補助金でございまして、その要件は、世帯所得が４００万円未

満、夫婦ともに３９歳以下、県の要綱が訂正された令和３年１月１日以降に入籍された新婚世帯

に限るという条件が書かれております。このため、令和３年度の町への申請世帯は２９世帯あり

ましたが、このうち県の条件に１２世帯が該当し、その対象金額が１３１万４,４００円、その

３分の２が県の補助金となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １２ページ。１３ページ。１４ページ。未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  １４ページ、一番下でございます。ふるさと吉富まちづ

くり応援寄附金についてです。予算額４,２００万円に対しまして、収入済額２,４１４万

７,０００円と１,７８５万３,０００円の見込み減となっておりますが、理由といたしましては、

予算額４,２００万円の内訳としまして、個人のふるさと納税額３,０００万円、企業版としまし

て１,２００万円を予定しておりました。個人分では、３,０００万円に対し、２,１０４万

７,０００円の収入、企業版につきましては、１,２００万円に対し、３１０万円と、それぞれ約

９００万円の見込み減となったため、その残が出ております。個人版の減の理由といたしまして

は、令和３年度より、従来のポータルサイト、さとふるのみから、楽天、ふるさとチョイスを追

加することで前年の倍増を想定しておりましたが、１００万円ほどの微増に伴ったためでござい

ます。企業版につきしては、令和３年度中に１社９００万円の納入を予定をしていただていてお
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りましたが、企業からの寄附が相手様の御都合により令和４年度にずれ込んで、１,０００万円

として納入を頂いたための減となったためです。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １５ページ。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  １８款１項１目２節特定目的基金繰入金のふるさと吉富まちづ

くり応援基金繰入金で１,４１４万２,７２０円の歳入でございます。これは、前年度に頂きまし

たふるさと納税のうち、基金に積み立てたものの一部について、実際の町の事業に活用するため、

基金から繰入れを行ったものでございます。内訳としましては、企業版ふるさと納税で１,０００万

円、こちらをかわまちづくり事業に充当をいたしました。このほか、一般のふるさと納税から敬

老会事業に６５万円、安心安全見守りカメラ設置事業に１５２万２００円、婦人がん検診の拡充

分に１０２万６,５２０円、直江児童遊園の滑り台の整備に９４万６,０００円、合計で４１４万

２,７２０円をそれぞれの事業費の一部として活用させていただきました。今後も、吉富町にふ

るさと納税をしていただいた方々の思いを大切にして、しっかりとまちづくりに活用してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  １６ページ。未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  ５節雑入の欄の下から２番目でございます。コニュニテ

ィー助成事業助成金１,５００万円についてです。こちらは、宝くじを収益の財源としての助成

金であり、直江区公民館の建て替え事業に関する助成金でございます。 

 なお、補助率は５分の３、上限１,５００万円を頂いています。なお、これを町を経由をし、

直江自治会へ歳出として補助をいたしております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １７ページ。建設課主幹。１７ページ。 

○建設課主幹（南  博己君）  ２１款町債１項町債２目土木債２節公営住宅建設事業債でござい

ます。予算額１億３,８９０万円に対しまして、調定額、収入額共に８,０３７万７,０００円で、

差額５,８５２万３,０００円についてです。これは、現在、整備を行っております幸子団地の住

戸改善等改修事業に伴うものでございます。こちらは、令和２年度からの明許繰越分と令和３年

度分の前払金、以外につきましては、令和４年度に繰り越したため、その差額分でございます。 

 続きまして、３節地方道路等整備事業債でございます。予算額２,４３０万円に対しまして、

調定額、収入額共に１,５１０万円で、差額９２０万円についてです。こちらは、道路更新防災

対策事業におきまして、事業費の減と道のり橋外２橋の詳細設計の起債額が、少額でありました

ことから借入を行わなかったことによるものでございます。３目農林水産債でございます。２節



- 32 - 

公共事業等債でございます。予算額３,２８０万円に対しまして、調定額、収入額共に３,２８０万

円でございます。これにつきましては、漁港整備における令和２年度からの明許繰越分と、令和

３年度分となっております。その次に３節地域活性化事業債でございます。予算額３４０万円に

対しまして、調定額、収入額共に２４０万円で、差額１００万円についてでございます。これは、

漁港関係事業から県補助金を引いた後の単費分に対する起債でございますが、漁港内水銀灯ＬＥ

Ｄ化工事の設計金額と最終契約金額の町負担分の起債についての差額が１００万となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  危機管理室長。 

○危機管理室長（梅林 正典君）  １７ページ、一番下になります６目緊急防災減債事業債でござ

います。予算額８,７１０万円に対し、調定額、収入済額いずれも５,７３０万円でございます。

これにつきましては、個別受信、防災行政無線、個別受信器デジタル化更新工事の起債となって

おります。この事業は、令和２年度から３年度にかけて行うことで、令和３年度事業分の起債と

して１００％の充当率となっております。 

 なお、予算額と比較して、調定額、収入済額との差は、事業費減額分の差となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  １８ページ。 

 ちょうど１２時になりました。暫時休憩いたします。再開は１３時といたします。 

午後０時00分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 歳出１８ページからです。１８ページ、１９ページ、２０ページ、未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  上の段の７節報償費でございます。政策推進アドバイ

ザー謝金としまして１０万円でございます。こちらは、当初予算では毎月、３名の方に毎月３回、

延べ１０８回ということで５４万円を予定しておりましたが、実績といたしましては、２名の方

に延べ２０回ということになっておりますので、４４万円が執行残となっております。そちらが、

こちらにあります５０万円の不用額の大きな内訳となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  １２節委託料で、予備費から４０万７,０００円を充用してお

ります。こちらにつきましては、職員採用試験委託料について、当初５０人分を見込んで予算計
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上をしておりましたが、結果として、見込みを大幅に超えます１５５人の受験者の申込みがあっ

たことから委託料が不足したため、予備費から充用させていただいたものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２１ページ、未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  上の段の１８節負担金補助金及び交付金についてでござ

います。備考欄の下から４番目、区振興事業補助金でございます。この５４０万円につきまして

は、直江区の公民館の建て替え工事に町より５００万円、それと土屋区の公民館は下水道に接続

する補助金として４０万円の内訳でございます。 

 引き続き、その一番下のコミュニティー助成事業助成金１,５００万円は、歳入でも申しまし

たとおり、宝くじの収益金を持って、直江公民館の建て替え工事費へ助成金として支出したもの

です。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２２ページ、２３ページ、総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  ５目財産管理費１４節工事請負費でございます。予備費から

１０６万４,０００円を流用させていただいております。これは、一番上の庁舎冷暖房取替工事

費に充てたもので、役場庁舎の庁議室、及び無線室に設置しておりますエアコンが老朽化により

故障し、修理が不可能な状態となりました。いずれの部屋も利用頻度が高く、早急にエアコンを

整備する必要がありましたので、予備費を充用し、設備の取替工事を実施させていただいている

ところであります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  危機管理室長。 

○危機管理室長（梅林 正典君）  上のほうになります。５目財産管理費１４節工事請負費で

１２４万７,３５０円の不用額についてです。主には安心、安全見守りカメラ設置工事費で

１２４万６,８００円の執行残が出ております。 

 理由としまして、予算は全てポールから設置する工事費にしまして１１か所分、３８１万

２,０００円を計上いたしましたが、設置した１１か所中、ポールからの設置は６か所でよかっ

たことと、それから入札執行残による不用額となります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  ２３ページ、６目企画費７節報償費についてです。定住化奨励

金５３８万８,９４８円についてです。これにつきましては、町内に住宅を新築、建て替え、ま

たは購入された方に対して、家屋及び土地に課税される固定資産税相当額を奨励金として３年間
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交付する制度でございます。 

 平成３０年から令和２年の取得分が対象となり８３件の申請がございました。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２４ページ、２３ページ、どうぞ。教務課長。 

○教務課長（小原 弘光君）  ６目企画費１８節負担金補助及び交付金の不用額１２２万６６９円

について説明をします。 

 備考欄、一番下の奨学金返還支援事業費補助金では、３０件分、３００万円予算に対し２２件

の支出となり、１１０万７,０００円の不用額が生じましたが、年度中に支払った奨学金返還額

により、翌年度の４月に助成金額が確定するため、減額補正を行うことができませんでした。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２４ページ、２５ページ、危機管理室長。 

○危機管理室長（梅林 正典君）  ２５ページ、上のほうになります。９目交通安全対策費１４節

工事請負費で支出済額９５万４００円についてです。これにつきましては、鈴熊、今吉上、土屋、

喜連島上地区に設置しましたカーブミラーの新設４か所と、フォーユー会館の利用者の安全確保

を図ることを目的に行いました接続道路グリーンベルト等、設置工事を行った工事費の支出とな

っております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２５ページ、いいですか。２６ページ、総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  １３目情報化推進費１２節委託料及び１８節負担金補助及び交

付金についてでございます。１２節委託料のうち、入札契約システム運用保守料がゼロ円となっ

ております。これは、当初、入札契約システムのうち、契約管理システムと競争参加資格申請受

付システムの入札関連の２つのシステムにつきまして、町単独での事業者との契約を想定をして

おりましたが、次の１８節の２７ページに掲載をしております福岡電子自治体共同運営協議会、

こちらのほうが事業者と交渉を行いまして、加入団体間での共同利用としての契約が可能となっ

たことにより、同協議会への負担金の一部として予算を流用してお支払いをしたためでございま

す。 

 なお、この共同利用の効果で、合計で約７３万円、安価に契約ができております。加えて、競

争参加資格申請受付システムにつきましては、当初は、契約をした４月からの１年間の利用料の

支払いを想定しておりましたが、実際にシステムを活用した昨年１２月から３月までの４か月間

のみの御使用の支払いだけ済ませることができましたので、こちらで約４９万円の削減ができる。

これらの理由から不用額が生じているものでございます。 

 以上です。 
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○議長（是石 利彦君）  ２７ページ、地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  ２７ページ、１４目まち・ひと・しごと創生事業費の１１節役

務費でございます。６目の企画費から５万９,０００円を流用しております。これは、町の移住

定住情報発信をさらに充実させるために取り組んだホームページの管理料が不足したためでござ

います。 

 続いて、１２節委託料の一番上にあります地方創生事業として、交流マルシェ企画運営業務委

託料７６９万３,４００円により、駅前のみならず漁港、河川敷に場所を展開し、また漁協、商

工会などの関係機関と連携しながらマルシェを３回実施しております。 

 続いて、上から４番目の特産品開発２９８万７,６００円では、１３品目を開発、支援し、特

にサツマイモを使用した特産品は多くのメディアに取り上げられました。 

 戻りまして、上から２番目の地域おこし協力隊導入採用業務委託料１８９万２,０００円と一

番下の地域おこし協力隊、お試し体験プログラム実施委託料９９万円は、前年度からの繰越事業

です。採用業務では１１３名の応募があり、うち４名の方がお試し体験プログラムに参加されま

した。その結果、上から３番目の地域おこし協力隊事業委託料４９７万２,０００円において

２名の協力隊が着任し、ＳＤＧｓや情報発信に関する業務に取り組んでおります。なお、募集や

委託に関する経費は、全額特別交付税の対象でございます。 

 続いて１８節の負担金補助及び交付金の上から４番目の新婚家庭新生活応援補助金７６６万

４,４００円により、少子化対策として新規分２９件、更新分４９件の助成を行いました。 

 その下の女子集客のまちづくり空家活用事業推進補助金１,０７９万円は繰越事業です。まち

づくり会社が事業主体となって前年度に空き家であった土地と家屋を取得し、令和３年度は店舗

オーナーの決定と改築工事を実施し、今年の５月２４日に牛もつ鍋店よし藤をオープンさせまし

た。 

 その下の女子集客のまちづくり活性化促進事業推進助成金３００万円は、まちづくり会社への

運営費用の一部を助成したものでございます。この１８節の不用額の主な要因としましては、上

から３番目の創業促進事業助成金について、複数の相談がありましたが、申請まで至らず２件分

の１００万円が不用額となっております。 

 ほかには、新婚家庭新生活応援補助金について、転居等により３０万円が不用額となっており

ます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２８ページ、２７ページ、住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  同じく１８節、上２つの空き家関連の補助金についてでございます。

予算額は、この節のうち２２５万円に対し不用額は１１１万８,０００円でございます。空き家
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改修事業補助金は、空き家バンクに登録された空き家の改修工事費用の２分の１を限度額５０万

円で、家財処分費用の２分の１を限度額１０万円で補助するもので、令和３年度の補助は工事

２件、家財処分１件でございました。 

 その下、空き家バンク利用促進補助金は、空き家バンクを介して物件を賃貸、または購入され

た方に対し、仲介手数料の一部を５万円を限度に補助するもので、令和３年度の補助は１件でご

ざいます。 

 要補助金は、年度末まで交付申請が可能でありますため減額補正は行わず、執行残が生じてお

ります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２７ページですか。２８ページ、未来まちづくり課長。 

○未来まちづくり課長（和才  薫君）  中ほどでございます。１６目ふるさと吉富まちづくり応

援事業１２節委託料と２４節積立金におきまして、それぞれ５２５万９,８３６円と１,２６６万

８,５６１円の不用額が出ております。これは、先ほど歳入のほうで御説明をしましたが、ふる

さと吉富応援給付金において見込み減に伴いまして、さとふるなどのポータルサイトへのふるさ

と納税された方への返礼品郵送料や返礼品の代金の支払い業務委託料が減になったこと、また、

同様に寄附金の基金への積立額が減額になったためでございます。 

 続いて、その下の１９目町制施行８０周年記念事業１０節需用費におきまして５０万円を令和

４年度へ繰越しをさせていただいております。これは、８０周年記念式典冊子を２月１９日の式

典に向け、作成を引き続き令和４年度に繰越して行ったためでございます。 

 さらにその下でございます。１２節委託料におきまして、予備費から次の２９ページの一番上

にまたがりますが、予備費から９６万４,０００円の充用させていただいております。これは、

令和４年度にいってすぐの５月に開催いたしました８０周年の各種記念行事に向け、住民へ周知、

ＰＲ、そして機運の向上を目的に、備考にあります懸垂幕作成業務委託料としまして、マルミヤ

横の県道の歩道橋の両面に横断幕を２枚、役場前に懸垂幕を１枚製作した４１万３,６００円と

関係者やイベントスタッフ配付用としまして、マスク政策業務委託として青い記念マスク

１,０００枚を２７万５,０００円、さらに追加としまして白い記念マスク１,０００枚を２７万

５,０００円、合計９６万３,６００円を支出させていただいたものでございます。 

 なお、青いマスクが２月の末に、あとの２つにつきましては３月の年度末に、ぎりぎりでの急

遽の作成となり、議会の上程が間に合わず、予備費よりの充用とさせていただきました。 

 １０年ぶりのイベントでもあり、計画的な予算計上ができず、議員の皆様に事前に十分な説明

ができませんでしたことを、この場をお借りし、おわび申し上げます。 

 以上です。 
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○議長（是石 利彦君）  住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  ２８ページでございます。一番上、１５目交通製作費１２節委託料

です。この節の不用額は５４９万７,６６１円で、備考に記載をしております４つの公共交通の

運行のために必要な経費を予算計上しておりましたが、委託料の支払いに際しましては、運行経

費から運賃収入分を差し引いた額を支払うため、その分、執行残が生じたものでございます。 

 各項目の執行残と乗客数を申し上げます。築上東部乗合タクシー７５万１,３９０円で１万

３,１２６人、町内巡回バス３５万９,５５０円で５,９５９人、コミュニティバス豊前中津線

７６万２,３８１円で８,３５４人、一番下のデマンドタクシー運行委託料につきましては、タク

シー車両を使用することから、車両の維持費や人件費が不要で、予約があった便のみタクシーの

運賃から１人当たり３００円の利用料を差し引いた額が運行委託料となるため、執行残が

３６２万４,３４０円と多くなっております。乗客数は２１６人です。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ２８ページ、ありませんか。２９ページ、税務課長。 

○税務課長（岩井 保子君）  ２項徴税費１目税務総務費２２節償還金利子及び割引料で、予備費

から１５万円を充当いたしております。予定申告納税の下、法人住民税におきまして、確定申告

に伴い、法人税割額が過大納付となり、還付が生じました。還付金額が確定時点での予算額を上

回り、予算に不足が生じたことから予備費から１５万円を充用いたしました。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３０ページ、住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  ２款３項１目戸籍住民基本台帳費１２節委託料です。繰越明許費の

欄の４５１万円を次年度に繰越しをしております。内容は、次の３１ページに引き続き、委託料

の備考、一番下にございます。転入転出ワンストップ化対応業務委託料でございます。繰越しの

ため、決算額はゼロ円となっております。 

 先ほど、歳入でも御説明いたしましたが、国の補助を受けるため、国からの指示により、令和

３年度予算に計上し、全額を令和４年度に繰越したものでございます。 

 デジタル社会形成整備法による住民基本台帳法の一部改正で、マイナンバーカード所有者がマ

イナポータルからオンラインで転出手続を行うところに転入予約を行い、転入の市町村があらか

じめ通知された条項により事前準備を行うことで、転入転出の手続の短縮化を図るものでござい

ます。令和４年１２月までに改修を行い、その後、サービスを開始するスケジュール案となって

おります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３１ページ、３２ページ、３３ページ、３４ページ、福祉保険課長。 
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○福祉保険課長（別府 真二君）  ３４ページ、３款１項１目社会福祉総務費です。住民税非課税

世帯等に対する臨時給付金で、翌年度繰越額の欄、繰越事業費として２,９０６万４,０００円を、

令和４年９月３０日を期限とする給付金申請の受付分として対応しております。 

 １２節委託料です。電算システム改修委託料の備考欄ゼロ円ですが、２００万円を繰り越した

上、令和４年度の支払いに対応していくものです。 

 １８節負担金補助及び交付金、３５ページにわたります。臨時給付金として２,６５０万円を

繰越し、令和３年度分では７,８００万円、３月３１日までに支給が完了した７６３世帯分、

７,６３０万円、３月３１日までに申請が完了した１７世帯分の１７０万円を含め７８０世帯分

が対象となっております。そのうち、家計急変世帯として２世帯の申請給付を組んでおります。 

 同じく１８節介護者等応援給付金です。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用した介護者等応援給付金事業として、在宅で要介護者や障害者への介護や看護、養育に携わ

る家族に対する応援給付金です。 

 特別児童扶養手当受給者、要介護認定３以上の世帯への３万円給付が２２世帯、特別障害者手

当受給者等介護手当受給者の世帯への５万円給付２６世帯、合計４８世帯に対する応援給付金で

ございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３６ページ、３７ページ、同じく福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  ３款１項３目老人福祉費１２節委託料です。電算システム改修

委託料のうち５５万円を予備費から充用し、対応しています。介護保険に関する部分で、税制改

正に伴う介護保険制度におきます所得指導が見直され、町の税務システムから所得項目を取り込

んだ上で、適正なデータ送信を行うためにもシステム改修の必要が生じたことから、予備費充用

により対応しているところです。 

 同じく１８節負担金補助及び交付金、一番下の高齢者応援給付金です。新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を活用した、町に住所のある６５歳以上の高齢者に対する暮らしや

生活支援の応援給付金でございます。対象者２,１５７名に１人当たり２万円を給付しておりま

す。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  山本議員、マスク着用お願いします。 

 ３８ページ、福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  ３款１項４目介護予防日常生活支援総合事業費１２節委託料で

す。４０９万８０円の不用額が生じております。主な理由として、介護予防日常生活支援総合事

業における利用実績が見込みより少なかったことによる８７万７,３１０円の不用額です。令和
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３年４月から社会福祉協議会への包括支援センターの運営委託料がコロナ影響下での訪問支援な

どの見込み件数が減少したことにより、精算分として２７３万３,７７０円の返還金が不用額と

して生じております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ３８ページ、いいですね。３９ページ、４０ページ、子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  ３款２項１目児童福祉総務費１０節需用費、不用額１０８万

９,９０８円となっております。これの主な内容につきましては、新型コロナによる放課後児童

施設のおやつ代の減と、あと、修繕料であります子育て支援センターの修繕料が減になったもの

による執行残と思っております。 

 同じく１２節委託料の不用額２,５４２万６,３７９円となっております。主な理由といたしま

しては、近年の傾向から内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の法定価格が例年増額と

なっておりますが、本年度、令和３年度につきましては、据え置きとなったため、各保育所に係

る委託料の減となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４１ページ、子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  ４１ページ、３款２項２目児童措置費の委託料についてでご

ざいます。７５６万２,０００円の支出となっております。これは、先ほど申しましたコロナに

関する各種システム改修による費用で７５６万２,５００円となっております。 

 同じく、引き続いて４２ページの同じく１８節でございます。下から３番目、子育て世帯臨時

特別給付金です。先ほど、歳入でも説明しましたが、国の事業による１人当たり１０万円の補助

で、対象者は１,１２４名となっております。 

 その下の子育て世帯応援給付金です。これにつきましては、町独自の補助となっておりまして、

１８歳以下の第３子は３万円、第２子以降は１万円の補助を行ったものでございまして、対象者

は、世帯数５５２世帯の９１２名の方が対象となっております。 

 一番下の低所得者世帯生活支援特別給付金、これにつきましては、国の事業で５万円の補助、

合計６５名の方が対象となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４３ページ、４４ページ、保育園長。 

○吉富保育園長吉富幼稚園長（鍛治 淳子君）  ３款２項５目１４節工事請負費こどもの森遊具新

設工事費についてです。こどもの森の遊休地を園庭として整備し、新しく４連ブランコを２基、

複合遊具、滑り台１基の設置、既存の遊具を移設した費用として８７４万３,９００円の支出と

なっております。 
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 遊休地を園庭として整備し、遊具の設置場所をまとめたことで、見通しがよくなる、さらに安

全に見守ることができるようになりました。また、中央の園庭が広がったことで、園児が伸び伸

びと活動できるスペースが増え、子供たちの心身の発達や体力向上にも効果が期待できるものと

思っております。 

 新型コロナウイルス感染症対策としても、遊びの場を分けて活動できるようになり、有効的な

活用ができております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  ４款１項１目保健衛生総務費の１節報酬で予防費から４３万

２,０００円の流用でございます。こちら、保健衛生総務費に所属しております会計年度任用職

員について、当初、あいあいセンターの管理栄養士１名分のみを予定をしておりましたが、あい

あいセンター保健師１名を２月と３月の２か月間、緊急に任用することとなり、予算不足が生じ

たため、不足分について、同じくあいあいセンターに属する予防費の予算から流用したものでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ４５ページ、総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  同じく４款１項１目３節の職員手当で予防費から２３万

５,０００円の流用でございます。こちらは、あいあいセンターに勤務する職員２名の時間外勤

務手当に予算不足が生じたため、不足分につきましてあいあいセンターに属する予防費の予算か

ら流用をさせていただいたものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  あいあいセンター所長。 

○吉富あいあいセンター所長（友田 哲也君）  ４款１項１目保健衛生総務費の１８節負担金補助

及び交付金の不用額について御説明いたします。１１０万４９４円のうち１０７万４,０８１円

が備考の上から６番目、豊築休日急患センター運営事業費補助金の戻入になります。予算どおり

の支出をしていましたが、小児科診療の増加により収入増となり、差額が各市町に分配されまし

たので、決算上は残ることになりました。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ４６ページ、あいあいセンター長。 

○吉富あいあいセンター所長（友田 哲也君）  ４款１項２目予防費の１２節の委託料の不用額に

ついて御説明いたします。 

 ２０５万８,６４０円の主なものとしまして、予防接種委託料の中で、接種実績が見込みにい
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かないものがあり、ワクチンの一時製造停止の供給不足による日本脳炎、こちらのほうが当初予

算で比較すると８３万円残っております。また、コロナ禍による病院離解が影響したと思われま

すが、子供インフルエンザ、こちらのほうが当初予算と比べますと１０７万円ほど残っており、

不用額が出ております。 

 続きまして、２２節償還金利子及び割引料の返還金１０万７,０００円の内容でございます。

これは、令和２年度特定感染症検査、いわゆる風疹抗体検査医療費の国庫補助金の返還分でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ４７ページ、４８ページ、４９ページ、子育て健康課長。 

○子育て健康課長（石丸 貴之君）  ４款１項１０目新型コロナウイルス感染症対策費１４節工事

請負費です。新型コロナウイルス感染症対策予備費から８万５,０００円の充用を行っておりま

す。この内容といたしましては、４月に集団接種を行ったときの体育館の電源の増設、仮設の電

源を設置したものに対して、議会予算の計上が間に合わなくて緊急を要したもので、その分の充

用をさせていただいております。 

 続きまして、１１目新型コロナウイルスワクチン接種事業費の１１節役務費です。１９７万

８,０１８円の不用額となっております。主な内容といたしましては、ワクチン接種につきまし

て、町独自でコールセンターを設置しておりますので、その分のコールセンター申し込みによる

郵送による確定通知の減によりまして、不用額が出ております。 

 同じく１２節委託料でございます。１,１０６万１,８５７円の不用額が出ております。主な理

由といたしましては、ワクチン接種が今回、集団接種プラス個別接種をかなりやっておりますの

で、個別接種の増による集団接種費用である予防接種委託料が減になったもので、今回、このよ

うな不用額となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５０ページ、５１ページ、総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  ６款１項１目農業委員会費３節職員手当で、農業総務費から

６万６,０００円を流用しております。これは、職員の移動に伴いまして農業委員会に所属する

職員が変わったことで、移動後に所属した職員に支給する住居手当、扶養手当に予算不足が生じ

たため、その不足分につきまして、当該職員が移動前に所属しておりました農業総務費の職員手

当の予算から流用をしたものでございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５２ページ、５３ページ、地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  ５３ページ、３目農業振興費１８節の上から５番目の農業振興
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費事業費補助金９８６万３,７６６円により、認定農業者連絡協議会への助成３万８,７６６円と

県事業を活用し、９名の農業者に地域振興作物の苗代や資材費助成４２２万円、そのほか県事業

のスマート農業機械購入助成として３件分、５６０万５,０００円を支出しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  建設課主幹。 

○建設課主幹（南  博己君）  ５目農地費１２節委託料でございます。繰越明許費８４万円につ

きまして、こちらは歳入の部でも御説明いたしましたが、防災重点農業用ため池の劣化調査でご

ざいまして、国の補正予算の関係で、令和２年度から明許繰越分と令和３年度分を一括して調査

を実施いたしました。 

 令和３年度につきましても同様に補正予算をいただきましたので、そのまま令和４年度へ繰越

をしたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ５４ページ、建設課主幹。 

○建設課主幹（南  博己君）  ３目漁港管理費１４節工事請負費です。予算額９,０７１万

５,０００円に対しまして支出済額８,８５０万８,２００円で、２０２万６,８００円の不用額が

出ております。こちらは、漁港関係事業に伴う工事費で、令和２年度からの繰越明許分で、泊地

の浚渫を実施いたしました。 

 令和３年度分は、吉富漁港浮桟橋改修工事と吉富漁港内水銀灯のＬＥＤ加工費の２工事を実施

し、その入札執行残が出ております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ５５ページ、地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  ７款２目商工業振興費１８節の不用額１５４万１,６１６円の

主な理由につきましては、下から３番目の事業者応援一時支援金の申請件数が法人４件、個人

７件と法人の補助上限額１０万円に対し、個人５万円の割合が多かったことから不用額３１万

１６０円が生じております。 

 また、一番下の事業者チャレンジ応援補助金につきましては、６件の申請に対し、うち５件が

補助上限額の５０万円に達していなかったことから、不用額８２万５,０００円が生じておりま

す。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ５６ページ、５７ページ、建設課主幹。 

○建設課主幹（南  博己君）  ２目道路新設改良費１１節役務費でございます。予算額３１０万

円に対しまして支出済額２０８万１,３７０円で１０１万８,６３０円の不用額が出ております。
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不用額の主な内容としましては、１筆４０万円で登記手数料を予算計上させていただいておりま

して、それに分筆登記や複雑な所有権移転登記等の登記手数料として一度、想定しておりました

が、実績がありませんでしたので不用額として残っております。 

 続いて、１２節委託料でございます。備考欄、上から３つ目、橋梁定期点検業務委託料が０円

となっておりますが、同じく備考欄５つ目の橋梁基本詳細設計業務委託料分等、一括での発注と

しました関係で０円となっております。 

 続いて、１４節工事請負費でございます。予算額２億１４９万７,０００円に対しまして、支

出済額１億９,８６０万３,９００円で、２８９万３,１００円の不用額が出ております。こちら

は、狭隘道路整備事業と道路更新防災対策事業に伴う更新で、令和２年度からの明許繰越分と令

和３年度分となっております。令和２年度からの明許繰越分は、狭隘道路整備事業と町道小犬丸

界木線、佐井川橋補修事業の２か所の工事分です。また、令和３年度分は狭隘道路整備事業と町

単独事業分の３０か所の工事を行っております。 

 不用額につきましては、３月補正予算編成時期がちょうど工事の真っ最中でもあります関係で、

生産額が決定していないことから減額することもできず、執行残として残っております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ５８ページ、５９ページ、６０ページ、６１ページ、危機管理室長。 

○危機管理室長（梅林 正典君）  ６１ページ、下のほうになります。９款１項１目消防総務費の

１８節負担金補助及び交付金の１２０万円の不用額についてです。不用額の主なものは、消火栓

工事費の負担金になります。例年２か所新設で予算計上をさせていただいておりますが、令和

３年度は自治会からの要望はなく、今吉地区の下水道工事に伴う水道管の布設替え工事に合わせ

て、同じ路線の同一工事で新設１か所、移設１か所を行いましたので、不用額が生じております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  建設課主幹。 

○建設課主幹（南  博己君）  ２目住宅建設費１２節委託料でございます。予算額７６６万

６,０００円に対しまして支出済額７６３万５,１００円で、３万９００円の不用額が出ておりま

す。 

 こちらは、幸子団地改修事業に伴う委託料で、令和２年度からの明許繰越分と令和３年度分の

現年分となっております。令和２年度からの明許繰越分は、工事管理業務委託料でありますが、

令和３年度分につきましては、工事実施設計業務委託料のみで、令和３年度に技術職員を採用し

た関係で、令和２年度５８０万円ほどかかりました管理業務委託料につきましては、直営にて行

うことにより、経費の削減となっております。 

 また、１４節工事請負費でございます。予算額１億６,８１８万６,０００円に対しまして、支
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出済額１億７１万９,９００円で、明許繰越費６,７３１万６,０００円と１５万１００円の不用

額が出ております。こちらは、幸子団地改修事業に伴う工事費で令和２年度からの明許繰越分と

令和３年度分の前払い金以外の６,７３１万６,０００円につきまして、令和４年度に繰越しをい

たしております。 

 なお、工事といたしましては、令和２年度からの繰越分で１８戸、令和３年度分で１２戸の改

修工事を行っております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  ６２ページ、６３ページ、危機管理室長。 

○危機管理室長（梅林 正典君）  ６３ページ、中ほどより少し下になります。９款１項４目災害

対策費の１８節負担金補助及び交付金の６０万円の不用額についてです。こちらは、住宅の耐震

化を促進する支援策の一つとしまして、木造戸建て住宅耐震改修工事を行う方へ工事費用の一部

に対し補助金を交付するものですが、令和３年度予算は２件分、計上いたしましたが、申請実績

がございませんでしたので、全額不用額となっております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ６４ページ、６５ページ、教務課長。 

○教務課長（小原 弘光君）  １０款２項１目学校管理費１節報酬の不用額１９６万５,１１３円

について説明します。備考欄最初の会計年度任用職員報酬では、１１人分１,３３３万４,０００円

の予算に対し１９５万１１３円の不用額が生じております。不用額の主な理由は、常勤の給食調

理員２人を雇用する予定のところ１人のみの雇用とし、手間のかかる献立のときだけ代替勤務の

調理員で対応したとこであります。 

 続きまして、６６ページお願いします。６６ページ、同じく２項１目学校管理費１０節需用費、

備考欄最後のフォーユー会館費から流用４５万円について説明をします。２月末に実施すること

になった事業費６２万５,０２０円の給食室の照明ＬＥＤ化工事を実施するための修繕予算額が

４５万円不足しておりましたので、フォーユー友会館費から流用しております。 

 続きまして６８ページをお願いします。６８ページ、３項中学校費１目学校管理費１８節負担

金補助及び交付金の不用額２９０万８,０００円について説明します。２月１０日開催の中学校

組合定例議会で最終的な負担金額が２９０万８,０００円の減、７,１８９万４,０００円と承認

されましたが、本町予算を減額することができなかったためであります。 

 続きまして、６９ページ、４項１目社会教育総務費１２節委託料の不用額２３５万５,０００円

について説明します。 

 備考欄、マイクロバス運転委託料では、社会教育委員研修会がコロナ感染防止のため各ブロッ

ク単位での開催となり、自家用車での参加となったため５万５,０００円の不用額が生じ、その
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下、講演会関係出演委託料では、新型コロナの感染防止のため最終的に開催することができず、

２３０万円の不用額が生じております。 

 続きまして、７０ページをお願いいたします。７０ページ、４目フォーユー会館費１０節需用

費、予備費から充用、６２万７,０００円について説明します。大ホールをワクチン接種会場と

して利用するに当たり、ステージ登壇用階段が急であったことから、事業費６２万７,０００円

で、階段の取替を早急に行う必要が生じました。修繕料予算がなかったために予備費から充用し

ています。 

 続きまして、７１ページ、同じく４目１４節工事請負費の不用額８１７万８３０円について説

明します。備考欄、フォーユー会館浸水対策工事では、１,０１２万円の予算に対して８１０万

５,９００円の不用額が生じました。この浸水は、地面より低いところにある５か所の管理用ピ

ットに長雨などにより地下水が飽和状態になったときに発生していることが予測されましたので、

予算節減の観点から一つの契約で行うのではなく、建物周辺のコンクリート打設工事、大ホール

ステージ下のピットの防水工事、前２つの予防的な工事の効果が見られなかった場合の、万が一

の対策として２か所の自動強制配水ポンプ設置の３つの契約に分け、効果の有無を確認しながら

順次に実施をしました。このため、工事完了が２月下旬となり、減額補正を行うことができませ

んでした。 

 効果につきましては、今年の梅雨の期間には浸水は発生しておりません。雨量が少なかったこ

とによるのか、予防のための工事の効果によるかは断定ができておりませんので、今後も効果の

検証を行っていきたいと考えております。 

 続きまして、７３ページ、５項２目体育施設整理費１０節需用費、予備費から充用７２万

６,０００円について説明します。体育館をワクチン接種会場として利用するに当たり、３か所

のひも引きカーテンレールが破損し、開閉ができなかったため、事業費４６万２,０００円で取

替えを早急に行う必要性が生じ、また、体育館玄関の軒下天井の舗装破片が上から剥がれ落ちて

きていたため、事業費２６万４,０００円で舗装を行う必要性が生じましたが、修繕予算がなか

ったので、予備費から充用しました。 

 同じく、新型コロナウイルス感染症対策予備費から充用４９万８,０００円について説明しま

す。体育館をワクチン接種会場として利用するに当たり、入り口スロープが急で危険であったた

めに事業費４９万８,０００円で勾配を緩やかにし、手すりをつける必要性が生じましたが、修

繕料予算がなかったため、新型コロナウイルス感染症対策予備費から充用しております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ７４ページまで。 

 以上で、執行部からの説明が終わりました。 
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 次に、議案第４２号令和３年度吉富町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

ページを追って質疑を行います。 

 それでは、決算書１ページをお開きください。１ページ、２ページ、３ページ、４ページ。 

 続きまして、事項別明細書１ページをお開きください。歳入１ページ、２ページ、３ページ、

４ページまで。歳入全般について御質疑ありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  歳入全体でちょっと聞きたいんですけど、年度末時点での世帯数、

件数かな、そちらのほうをお尋ねします。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  加入被保険者数については１,３８３名でございます。世帯数

については８９３世帯です。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに。岸本議員。全体ですか。歳入全般。岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  加入者が１,３８３名って言ったんですけども、その中の子供の

数っていうんですか、中学校卒業前まで、分かれば教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  未就学児ですが３１名、そのうち１５歳以下が９５名、そのう

ち未就学児が３１名、１８歳以下まで広げますと１１５名となります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  次に、歳出に移ります。歳出５ページ、６ページ、７ページ、８ページ、

９ページ、１０ページ。９ページ、山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  特定検診、特定健康診査委託料、こちらについて、すみません、

点数を教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  特定検診の件数です。３９７名、受診率でいうと３７.７％と

なります。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  ちなみに、これ３年なんで、今年の分。今年、何かお土産をやっ

たみたいですけど、何か評判どんな感じだったんですか。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  コロナ禍において特定検診の受診者というのが一時的に減少を

しておりましたが、令和３年度で、一旦保健指導等、保健師の受診勧奨によって若干の回復がご
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ざいましたが、重症化予防等を考えたときに、さらに特定検診受診者を伸ばすために、担当者、

それからあいあいセンター等で協議を行った結果、そういった障害者施設がつくった、そういっ

たまごころ商品といいますか、それを受診者に対してやったところ、４５３名の現在時点で受診

率が伸びている状況でございます。 

 受診率で今後は日常生活で数値のなかなかかんばしくない方等への指導等に努めてまいるとい

うことでございます。 

 以上です。（発言する者あり）現時点では４５３名で数字が表すとおりの結果だと思います。

それが、あいあいセンター等に届いているというのを聞いております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  いいですか、山本議員どうぞ。 

○議員（５番 山本 定生君）  おみやげの数が４５３名？検診を受けた人数は３９７名って言っ

てたけど。すみません、同じなんで、去年僕いなかったんで、これ毎年聞きよんですけど、去年

の数字がわかれば教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  令和２年度が１６５名です。 

○議長（是石 利彦君）  どなたか。もう一つ。 

○議員（５番 山本 定生君）  特定検診の集団検診が１６５名、それから個別検診というのは、

１２月までをさらに３月まで伸ばしたというところから、３３１名です。先ほどの３７０名とい

うのが、あくまでも集団検診というところの対応でございます。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  よろしいですか。１０ページ、１１ページ、歳出全般について御質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上、歳入歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、実質収支に関する調書、１２ページ。財産に関する調書、

１３ページ。 

 以上、決算書全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 ここで暫時休憩をいたします。２時１０分の再開といたします。 

午後２時00分休憩 
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……………………………………………………………………………… 

午後２時10分再開 

○議長（是石 利彦君）  休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、議案第４３号令和３年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを、

ページを追って質疑を行います。 

 それでは、決算書１ページをお開きください。１ページ、２ページ。 

 続きまして、事項別明細書、１ページをお開きください。歳入１ページ。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  まず、後期高齢者医療で毎年聞いているんですけど、年度末の時

点でこれ何名でしょうか。ちなみに、先ほど、国保でも言ったんです。僕去年いないので、その

前の２年度の数字もわかれば教えてください。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  令和３年度の被保険者数です。１,０９３名です。そのうち、

７５歳未満の方が２８名、７５歳以上の方が１,０６５名です。令和２年度は１,０８９名、

７５歳未満の方が２７名です。７５歳以上の方が１,０６２名です。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  その中で、特別徴収の方と普通徴収の方、何名でしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  手元に資料がございません。申し訳ございません。 

○議長（是石 利彦君）  歳入２ページまで。 

 歳入全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、歳出に移ります。歳出３ページ、岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  高齢者１人当たりの医療費、順位が分かればお願いします。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  令和３年度１人当たり医療費１０５万７,８３８円です。県内

６０市町村中５７位でございます。令和２年度ですが、９８万９,３２２円、県内で６０市町村

中５９番目です。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  よろしいですか、分かりました。歳出４ページまで。山本議員。３ペー

ジ。 

○議員（５番 山本 定生君）  １款２項１目の１１節役務費で、コンビニ収納がまあ町がやって

いるけど、後期高齢者もこれやってるん知らなかったけどと。これ何件、件数分かりますか。 
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○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  申し訳ございません。手元に資料がございません。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  決算なのでこれ聞いていいかどうか分からないですけど、この

１０月から２割負担に上がる高齢者の方がいらっしゃると思うんですけど、本町ではどのぐらい

でしょうか。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  令和４年１０月１日から現行１割負担の方が一部所得がある方

については２割負担となります。現在、９月３０日まで１割負担の方が１,０９８名でございま

す。そのうち１７８名が２割負担になるという試算が出ております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかに歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上、歳入歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、実質収支に関する調書、５ページ。 

 以上、決算書全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４４号令和３年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定について、ページを

追って質疑を行います。 

 決算書１ページをお開きください。１ページ、２ページ、３ページ。 

 続きまして、事項別明細書１ページをお開きください。歳入１ページ、２ページまで、歳入全

般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、歳出に移ります。歳出３ページ。 

 歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上、歳入歳出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、実質収支に関する調書４ページ。財産に関する調書５ページ。 

 以上、決算書全般について御質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４５号令和３年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、

ページを追って質疑を行います。 

 水道事業会計決算書１ページと２ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出の収入全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  支出全般について御質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、３ページと４ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出の収入全般について、御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  支出全般について、御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に５ページ、重要な会計方針に係る事項に関する注記。 

 次に、損益計算書、６ページ。剰余金計算書、７ページ、８ページ。同じく７ページ、剰余金

処分計算書（案）。 

 次に、貸借対照表、９ページ、資産の部、１０ページ、資本の部まで。 

 以上、決算書全般についてご質疑はありませんか。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  水道事業については、特に決算に、今回言うことないんですけど、

コロナが始まった時期になりますんで、どうなんですかね、巣籠もりとか家に籠もる方も大変多

かったんで、水量、これの推移をちょっと、大ざっぱでいいんで、上がったか下がったか、そう

いうのが分かると。 

○議長（是石 利彦君）  上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  今、水量のことの御質問ですが、もう一つ、決算書の附則書類

というものがお手元にあろうかと思います。そちらのほう、準備をいただけますでしょうか。 

 決算書附属書類の４ページを御覧ください。４ページにつきましては、３業務といたしまして、

表の中ほどに年間排水量という欄がございます。令和３年度で６４万７,８２７立方メートルで

す。令和２年度が６４万２,９１５立方メートルでございましたので、その右横を見ていただき

ますと、前年対比の増減としましては、年間で４,９１２立方メートル、ここで年間の排水量が

増加をしております。その内訳としまして、その２つ下を見てください。ここで家庭用としまし

て、この４,９１２のうち家庭用が４,８４２立方メートル増えたということで、先ほど、山本議
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員が御質問されましたように、やっぱりコロナ禍で自宅時間が増えたというようなことから、こ

ういった結果が上がっているんだろうということで、思っております。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４６号令和３年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、

ページを追って質疑を行います。 

 下水道事業会計決算書１ページと２ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出の収入全般について、御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  支出全般について、御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に、３ページと４ページをお開きください。 

 資本的収入及び支出の収入全般について、御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  支出全般について、御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  次に５ページ、重要な会計方針に係る事項に関する注記。 

 次に、損益計算書、６ページ。剰余金計算書、７ページ、８ページ。同じく７ページ、剰余金

処分計算書（案）。 

 次に、貸借対照表、９ページ、資産の部、１０ページ、資本の部まで。 

 以上、決算書全般について御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題になっております議案第４２号から議案第４６号までの５議

案は、それぞれの所管委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４２号令和３年度吉富町国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、福祉産業建設委員会へ。 

 議案第４３号令和３年度吉富町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、福祉

産業建設委員会へ。 
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 議案第４４号令和３年度吉富町奨学金特別会計歳入歳出決算の認定については、総務文教委員

会へ。 

 議案第４５号令和３年度吉富町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定については、福祉産

業建設委員会へ。 

 議案第４６号令和３年度吉富町下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定については、福祉

産業建設委員会へ。 

 以上のとおり、それぞれの委員会に付託いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１１．報告第８号 令和３年度吉富町健全化判断比率の報告について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１１、報告第８号令和３年度吉富町健全化判断比率の報告につい

てを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  議案書２０ページになります。報告第８号令和３年度吉富町健

全化判断比率の報告についてであります。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和３年度吉富町健全

化判断比率を別紙監査委員の意見をつけて報告をいたします。健全化判断比率の４つの比率につ

いて御報告いたします。 

 議案書２１ページを御覧ください。まず、表の①実質赤字比率につきましては、令和３年度が

黒字決算となっており、算定されないという状況ですので、横棒で表示しております。早期健全

化基準の１５.０％と比較すると、これを大きく下回っております。 

 次に、②連結実質赤字比率につきましても、令和３年度が黒字決算となっており、算定されな

いという状況ですので、同じく横棒で表示をしております。早期健全化基準の２０.０％と比較

すると、これを大きく下回っております。 

 次に、③実質公債費比率につきましては、令和３年度が８.０％となっておりまして、前年度

と同じ比率でございます。早期健全化基準の２５.０％と比較いたしますと、これを大幅に下回

っております。 

 最後に、④将来負担比率につきましては、令和３年度は将来負担額が充当可能財源等を上回っ

たため、２.６％と算定され、昨年度より２.９％の減となっております。早期健全化基準の

３５０.０％と比較いたしますと、これを大幅に下回っております。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  次に、代表監査委員に監査の報告を求めます。是石監査委員。 

○監査委員（是石 英俊君）  令和３年度吉富町健全化判断比率の報告について、地方公共団体の
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財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、関係書類を監査した結果、その意見は次

のとおりであります。 

 審査対象は、令和３年度の財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

であります。審査終了日は令和４年８月２５日であります。 

 財政指標の算定の基礎となった書類等を慎重に審査した結果、適正に作成され法令等に照らし

財政規模の算出過程に誤りはなく正確であると認めました。 

 詳細につきましては、審査意見書のとおりであり、それぞれの基準値を大幅に下回っており、

良好であると認めました。 

 令和４年８月３１日、吉富町監査委員矢岡匡、同是石英俊。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  以上で報告説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．報告第９号 令和３年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報告について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１２、報告第９号令和３年度吉富町水道事業会計資金不足比率の

報告について、議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  それでは、議案書の２３ページをお願いいたします。報告第

９号令和３年度吉富町水道事業会計資金不足比率の報告についてでございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定

によりまして、令和３年度吉富町水道事業会計資金不足比率につきましては、資金不足は発生せ

ず算定されませんでしたので、監査委員の意見をつけてその旨御報告いたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  次に、代表監査委員に監査の報告を求めます。是石監査委員。 

○監査委員（是石 英俊君）  令和３年度吉富町水道事業会計経営健全化審査意見について、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、関係書類を監査した結果、

その意見は次のとおりです。 

 審査対象は、財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記録した書類でありまして、

審査終了日は令和２年８月２５日であります。 

 財政指標の算定の基礎となった書類など慎重に審査した結果、適正に作成され、法令などに照

らし、財政規模の算定過程に誤りがなく正確であると認めました。 

 詳細につきましては、審査意見書のとおりであり、それぞれの基準値の２０％を大幅に下回っ

ており、良好であると認めました。 
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 令和４年８月３１日、吉富町監査委員矢岡匡、同是石英俊。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  以上で報告説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．報告第１０号 令和３年度吉富町下水道事業会計資金不足比率の報告について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１３、報告第１０号令和３年度吉富町下水道事業会計資金不足比

率の報告についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。上下水道課長。 

○上下水道課長（奥家 照彦君）  議案書の２５ページをお願いをいたします。報告第１０号令和

３年度吉富町下水道事業会計資金不足比率の報告についてでございます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定

により、令和３年度吉富町下水道事業会計資金不足比率につきましては、資金不足は発生せず算

定されませんでしたので、監査委員の意見をつけてその旨御報告をいたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  次に、代表監査委員に監査の報告を求めます。是石監査委員。 

○監査委員（是石 英俊君）  令和３年度吉富町下水道事業会計経営健全化審査意見について、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、関係書類を監査した結果、

その意見は次のとおりです。 

 審査対象は、財政健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記録した書類でありまして、

審査終了日は令和４年８月２５日であります。 

 財政指標の算定の基礎となった書類などを慎重に審査した結果、適正に作成され、法令などに

照らし、財政規模の算定過程に誤りがなく正確であると認めました。 

 詳細につきましては、審査意見書のとおりであり、それぞれの基準値の２０％を大幅に下回っ

ており、良好あると認めました。 

 令和４年８月３１日、吉富町監査委員矢岡匡、同是石英俊。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  以上で報告説明を終わります。 

 ここで、是石監査委員は退席されて結構でございます。お疲れさまでした。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第４７号 令和４年度吉富町一般会計補正予算（第５号）について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１４、議案第４７号令和４年度吉富町一般会計補正予算（第

５号）についてを議題といたします。 
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 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４７号については、本日の質疑を省

略し、予算決算委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４７号令和４年度吉富町一般会

計補正予算（第５号）については、本日の質疑を省略し、予算決算委員会に付託することに決し

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１５．議案第４８号 令和４年度吉富町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

○議長（是石 利彦君）  日程第１５、議案第４８号令和４年度吉富町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）についてを議題といたします。 

 これから、ページを追って、質疑に入ります。補正予算書１ページ。歳入２ページ。歳出

３ページ。 

 次に、４ページ。事項別明細書、総括、歳入。５ページ、同じく総括、歳出。 

 次に、歳入６ページ。歳出７ページまで。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  歳出でちょっとお聞きしたいんですけど、今回のこれシステム改

修なんですけど、国県から出ているんで、これは、今回、広域で同時に全体でやられるようなシ

ステム改修なんですか。それとも吉富町だけの個別改修なんですか。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  歳出のところで、今回、１２節の委託料、それから負担金補助

及び交付金で、ともにシステムの改修を行います。前半の電算システム改修費用ですが、健康保

険法施行規則の一部改正に伴いまして、令和３年の地方から等の提案もございまして、特定疾病

療養受給者証、限度額適用認定書の性別の欄を削る手続が生じたことから、町の電算システムを

改修するものでございます。 

 次に、国保連合会負担金です。これは、全世代対応型社会保障制度構築のための健康保険法等

の一部を改正するということで、今回、未就学児の均等割の軽減措置が講じられております。 

 地方単独公費医療というところの欄でございます。子供医療費だったり独り親家庭医療であっ

たり障害者医療であったりと、そういったところが減額調整され、国のほうから、あるいは県の

ほうから交付金等が交付されるわけなんですが、その部分から未就学児の対象者を削るという手

続が必要となったため、国保連合会のシステムを改修するものです。 

 いずれも、全国的な対応でございますので、それぞれ支払区分、それから歳入の費用が違って

いるということです。 
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 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  歳入歳出、まだあった、ごめんなさい、声を出してください、聞こえま

せん。私に聞こえんとどうしようもない。山本議員。 

○議員（５番 山本 定生君）  ということは、これは町のシステムを動かすんじゃなくて、県と

かその単位で改修するのに負担金みたいな形で出すお金になるんかな。町単独でどこか業者に頼

んでするとかじゃなくて。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  電算システムの改修については、国民健康保険の被保険者証と

いうのが、町の電算システムで発行しています。それに付随して、先ほど限度額証であったりと

か、そういった付属証っていうんですか、それについても町の電算システムで発行しております。

その発行の中から性別記載欄が不要になりますので、そういった対応で、町の電算システムも改

修するものです。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  岸本議員。 

○議員（８番 岸本加代子君）  先ほどちょっとわからなかったんですけど、そうすると、国保の

その未就学の子ども達の均等割の軽減の財源というのは、独り親世帯とか障害者とか、そこら辺

のところから持ってくることなんですか。 

○議長（是石 利彦君）  福祉保険課長。 

○福祉保険課長（別府 真二君）  医療費の算定の際に、それぞれそういった地方単独で行う公費

医療の支援というのがあるんですが、その中から今回、未就学児の均等割というのを半額にした、

これは全世帯対応型の社会保障制度の構築というところが大きいところがございますので、その

未就学児の均等割の部分については、減額対象からけずったシステム改修が必要というところか

ら、国保連合会との連携のシステムで対応させていただくということです。 

 以上です。 

○議長（是石 利彦君）  ほかにございませんか。 

 歳入歳出全般について、御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  以上、補正予算書全般について、御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。ただいま議題となっております議案第４８号は、福祉産業建設委員会に付託し

たいと思います。御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４８号令和４年度吉富町国民健

康保険特別会計補正予算（第２号）については、福祉産業建設委員会に付託したいと思います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１６．議案第４９号 教育長の任命について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１６、議案第４９号教育長の任命についてを議題といたします。 

 江﨑教育長、退席をお願いします。 

〔教育長 江﨑 藏君 退席〕 

○議長（是石 利彦君）  担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  議案書２９ページをお願いいたします。議案第４９号教育長の

任命について、吉富町教育長に次の者を任命したいので、同意を求める。 

 住所、吉富町大字直江２５０番地２、氏名、江﨑藏、昭和２７年７月４日生まれ。 

 令和４年１０月４日をもって任期を満了する江﨑藏氏を再任命したいので、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 江﨑氏は、現在７０歳、京築教育事務所長や福岡県教育センター副所長などを歴任され、令和

２年１２月４日に教育長に就任、前任者の残任期間となる１年１０か月余を務めてこられました。

教育長在職中は、率先垂範をモットーとし、幼稚園や小学校等の学び舎に花を咲かせ、毎朝、正

門に立って子供に挨拶の見本を示し、迎え入れるなど、体と心を常に子供たちのそばに置かれて

います。 

 先生方への吉富教師塾では自ら講師となり、子供を平等に、１人の人間として丸ごと認めて愛

すること、情熱を傾けないと教育は成立しないなどといって、子供たちへの愛と情熱を熱く指導

されておられます。 

 福岡県教育委員会の研究指定委嘱を受けたキャリア教育研究における目標に向かってチャレン

ジさせ、鍛えてよさを求め自己肯定感を高めるという実践は、小中学校とも高い評価を得ており

ます。この研究の成果も相成って、実際に勉強が好き、友達が好き、先生が好きという子供が増

えつつあり、学力が向上し、不登校の児童数は年々減少傾向にあります。 

 ＳＤＧｓ教育では食べ残しを減らす給食指導としての残菜ゼロ運動や地域のボランティアの

方々との公園のトイレ清掃を推進され、ＧＩＧＡスクール構想では、ＩＣＴ支援員の設置など、

先生方への支援をされておられます。 

 また、学ぶ意欲のある人が安心して学べる奨学金条例の改正や就任早々から子育て世代の家庭

の負担軽減のための給食費の半額助成を強く要望されるなど、保護者や地域の方々へも常に心を

寄せて新規事業を企画されておられます。 
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 こうした尽力の結果、小中学校の先生方の教育やまちづくりへの教育に対する姿勢も目に見え

て、これまで以上に前向きになっていると聞き及んでおります。 

 就任から２年足らずの短期間で十二分な実績を残されてきており、町の教育部門のリーダーと

して最適任者であると考えております。 

 なお、任期は本年１０月５日から３年間となります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御同意賜わりますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これから質疑に入ります。本案に対して御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第４９号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４９号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第４９号教育長の任命については、

同意することに決定いたしました。 

 江﨑教育長の入場を許可いたします。 

〔教育長 江﨑 藏君 入場〕 

○議長（是石 利彦君）  ただいま、教育長の任命について、同意することに決定しました。江﨑

教育長に、一言御挨拶をお願いします。 

○教育長（江﨑  藏君）  議員各位に、日ごろから教育委員会に御支援をいただいております。

感謝を申し上げます。教育は大変難しく、一朝一夕に私の力不足もあって効果を上げることはで

きませんけれども、頑張っていこうと思っているところでございます。 
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 また、ただいま、まだまだ頑張れと励ましの同意、御承認をいただき、大変身の引き締まる思

いでございます。近年、教育の原点は家庭にありという自覚の薄い親、また子供以上にわがまま、

理不尽な考え、要求をし続ける大人、教師への尊敬度は薄くなりまして、また児童虐待とか子供

の貧困、ヤングケアラーの問題。教育は難しくなるばかりでありますけれども、教育委員会の中

立性、継続性、安定性、そして正義を守りながら、私、大きなことはできませんけれども、町の

教育に大きな愛を持って小さなことをこつこつとこれからもやっていく所存でございます。 

 どうぞこれからも変わらぬ御支援賜わりますよう、お願いを申し上げ、挨拶とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第５０号 教育委員会委員の任命について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１７、議案第５０号教育委員会委員の任命についてを議題といた

します。 

 担当課長に内容の説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  議案書３０ページをお願いいたします。議案第５０号教育委員

会委員の運営について、吉富町教育委員会委員に次の者を任命したいので、同意を求める。 

 住所、吉富町大字小犬丸４９１番地、氏名、岸本優子、昭和３７年９月６日生まれ。 

 令和４年９月３０日をもって任期が満了する三毛門恵理子氏の後任として岸本優子氏を任命し

たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を

求めるものでございます。 

 岸本氏は、現在５９歳で、昭和５８年に別府大学短期大学部初等教育課を御卒業、大分県庁、

エフコープ豊前、日本郵便株式会社吉富郵便局での勤務を経て、令和２年３月まで豊前三毛門郵

便局で勤務をされました。 

 長く勤められた吉富郵便局では、住民の方々と親身に接していただき、明るい笑顔で交流をさ

れている姿が大変印象に残っております。 

 子供の育成にも強い関心をお持ちで、吉富小学校、吉富中学校、柳ヶ浦高等学校のＰＴＡ役員

につかれ、学校行事の運営に携わることで、子供の成長を支えておられました。 

 また、吉富町まちづくり策定委員会の委員としても長く御活躍をされ、子供の教育に関する御

提言も数多くいただいております。 

 このように、保護者の立場から長年にわたり、子供の育成をサポートする活動などに積極的に

取り組まれたことで、本町の学校教育の現状について、十分に理解をされており、教育委員会の

委員として適任であると考えております。 

 なお、任期は、本年１０月１日から４年間となります。 
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 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これから質疑に入ります。本案に対して御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５０号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５０号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５０号教育委員会委員の任命に

ついては、原案のとおり同意することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１８．議案第５１号 吉富町外二組合公平委員会委員の選任について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１８、議案第５１号吉富町外二組合公平委員会委員の選任につい

てを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。総務財政課長。 

○総務財政課長（奥本 仁志君）  議案書３１ページをお願いいたします。議案第５１号吉富町外

二組合公平委員会委員の選任について、吉富町外二組合公平委員会委員に次の者を選任したいの

で、同意を求める。 

 住所、吉富町大字小犬丸２３３番地１、氏名、畑田英文、昭和２９年３月１４日生まれ。 

 住所、吉富町大字今吉３６６番地６、氏名、西村幸太郎、昭和６０年１１月１７日生まれ。 

 住所、吉富町大字広津２８８番地１、氏名、浅野芽黄、昭和５５年２月１３日生まれ。 

 令和４年１０月８日をもって任期が満了する畑田英文氏を再選任し、同じく任期満了となる中
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曽根稔氏、西川惠子氏の後任として、西村幸太郎氏、浅野芽黄氏を新たに選任したいので、法の

定めるところにより、議会の同意を求めるものでございます。 

 現委員の畑田英文さんは、現在、１期目です。吉富町役場職員として３６年間勤務され、その

間に税務課長７年、健康福祉課長５年６か月、議会事務局長１年と課長職を歴任されました。 

 退職後も町の経営・生産対策推進会議委員や社会福祉協議会の会長を歴任し、さらには現在、

小犬丸下区の自治会長も務められるなど、行政職員のＯＢとして豊富な知識や経験をお持ちです。 

 次に、新任の西村幸太郎さんは、現在、３６歳。熊本大学法学部を卒業後、広島大学法科大学

院を首席で終了され、平成２４年の司法試験に合格、翌年から弁護士として福岡市の法律事務所

で勤務された後、平成２８年に公設の豊前ひまわり基金法律事務所の所長に就任されました。

３年間の任期を終えた後、地域に根差して活動を続けることを決心され、令和元年１０月にこの

事務所を引き継ぐ形で、豊前総合法律事務所を設立、現在、豊築地区唯一の弁護士として活躍を

しておられます。 

 同じく、新人の浅野芽黄さんは、現在、４２歳。福岡県立京都高等学校を卒業後、不動産管理

会社に就職された後、平成２８年に司法書士試験に合格され、翌年から福岡市の女性だけの司法

書士事務所で間借りで開業されました。その後、平成３０年に司法書士の同期でもある御主人と

ともに、吉富町で豊の国司法書士事務所を開業され、現在にいたっております。 

 高齢者や女性にも気軽に相談してもらえる司法書士を目指されており、専門家の少ない成年後

見制度の業務に取り組まれ、高齢者の財産管理を通じて生活を支援されるなど、住民に寄り添っ

た活動を続けておられます。 

 以上３名の方々は、いずれも公平委員会委員としてふさわしい経験や知識をお持ちであり、適

任者であると考えております。なお、任期は本年１０月９日からの４年間となります。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  説明が終わりました。 

 これから質疑に入ります。本案に対し、御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５１号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５１号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 
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 次に、討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。本案はこれに同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５１号吉富町外二組合公平委員

会委員の選任については、同意することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１９．議案第５２号 豊前市外二町清掃施設組合の共同で処理する事務の変更及び豊

前市外二町清掃施設組合規約の変更について 

○議長（是石 利彦君）  日程第１９、議案第５２号豊前市外二町清掃施設組合の共同で処理する

事務の変更及び豊前市外二町清掃施設組合規約の変更についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  議案書３２ページをお願いいたします。議案第５２号豊前市外二町

清掃施設組合の共同で処理する事務の変更及び豊前市外二町清掃施設組合規約の変更についてで

ございます。 

 令和５年４月１日から豊前市及び吉富町外１町環境衛生事務組合のし尿処理事業を廃止し、豊

前市外二町清掃施設組合にし尿処理事業を統合することに伴い、共同で処理する事務の変更と組

合経費の支弁の方法を促し、同組合規約を変更することについて、地方自治法第２９０条の規定

に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案書３３ページと附属資料の１８ページ、新旧対照表を併せて御覧ください。豊前市外二町

清掃施設組合規約の一部を変更する規約でございます。新旧対照表のほうで、第３条共同で処理

する事務の規定に第２号し尿処理に関する事務を加えます。また、第１１条組合経費の支弁の方

法の規定に第２項中分担金の次に（し尿処理に関する経費に係るものを除く）を加えまして、同

項にし尿処理に関する経費の分担金の割合を決定する方法について、ただし書を加えるものでご

ざいます。 

 その内容は、分担金の割合は当初予算作成時の前年度中に決定する必要があるため、その時期

において直近の決算を終えた年度であります前々年度のし尿及び浄化槽汚泥の搬入量を基礎とし

た搬入量により、年度ごとに決定するというものでございます。 

 附則、この規約は令和５年４月１日から施行する。 
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 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これから質疑に入ります。本案に対して御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５２号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５２号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５２号豊前市外二町清掃施設組

合の共同で処理する事務の変更及び豊前市外二町清掃施設組合規約の変更については、原案のと

おり可決することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２０．議案第５３号 吉富町外１町環境衛生事務組合の共同処理する事務の変更及び

吉富町外１町環境衛生事務組合規約の変更について 

○議長（是石 利彦君）  日程第２０、議案第５３号吉富町外１町環境衛生事務組合の共同処理す

る事務の変更及び吉富町外１町環境衛生事務組合規約の変更についてを議題といたします。 

 担当課長に内容の説明を求めます。住民課長。 

○住民課長（石丸 順子君）  議案書３４ページをお願いいたします。議案第５３号吉富町外１町

環境衛生事務組合の共同処理する事務の変更及び吉富町外１町環境衛生事務組合規約の変更につ

いてでございます。 

 前議案と同様に、令和５年４月１日から吉富町外１町環境衛生事務組合の協同処理する事務で

ありますし尿処理に関する事務を豊前市外二町清掃施設組合が承継することに伴い、吉富町外



- 64 - 

１町環境衛生事務組合の共同処理する事務の変更に関し、同組合規約を変更することについて、

地方自治法第２９０条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 議案書３５ページと続く資料の１９ページ、新旧対照表を併せて御覧ください。吉富町外１町

環境衛生事務組合規約の一部を改正する規約でございます。 

 新旧対照表で、第３条の協同で処理する事務の規定について、第１号し尿の終末処理施設の管

理運営に関する事務のこの「管理運営」を「処分」に改めるものです。なお、本文中の字句の形

態を整える改正も併せて行っております。 

 附則、この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

 以上で説明を終わります。よろしく御審議の上、御議決くださいますようお願いいたします。 

○議長（是石 利彦君）  担当課長の説明が終わりました。 

 これから質疑に入ります。本案に対して御質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第５３号は、会議規則第３９条第３項

の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５３号は、委員会付託を省略す

ることに決しました。 

 次に討論に入ります。反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  討論なしと認めます。これにて、質疑、討論を終わります。 

 これから、本案を採決いたします。本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（是石 利彦君）  御異議なしと認めます。よって、議案第５３号吉富町外１町環境衛生事

務組合の共同処理する事務の変更及び吉富町外１町環境衛生事務組合規約の変更については、原

案のとおり可決することに決しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２１．報告第１１号 経営状況の報告について（株式会社ツクローネ吉富） 

○議長（是石 利彦君）  日程第２１、報告第１１号経営状況の報告について（株式会社ツクロー

ネ吉富）を議題といたします。 
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 担当課長に内容の説明を求めます。地域振興課長。 

○地域振興課長（軍神 宏充君）  それでは、議案書の３２ページをお願いいたします。経営状況

の報告について、令和元年度、令和２年度及び令和３年度、株式会社ツクローネ吉富の経営状況

について、地方自治法第２４３条の３、第２項の規定により、別紙のとおり報告する。 

 今回、町が１００％出資しております当法人についての経営状況を報告することが分かりまし

たので、令和元年度より３か年度分をまとめて報告させていただきます。 

 お手元の事業報告書、１ページをお願いいたします。令和元年度分の事業報告になります。中

段の２、事業の実施状況（１）まちづくり会社の設立について、当法人は、女子集客のまちづく

り、事業継承や発展、そしてまちの魅力向上及び発信に資する事業を行うことを目的として、令

和２年８月２９日に設立されました。 

 ２ページの損益計算書をお願いいたします。課目１の販売費及び一般管理費２８９万６,２２４円

についてです。主なページとしまして、会社設立後、２か月分の人件費１０７万９,８７５円、

イベント広告宣伝費７５万３,５００円、その他は、税や光熱水費等の事務所経費となっており

ます。 

 ２の営業外収益の雑収入３００万円についてです。こちらは、町からの補助金となります。そ

の結果、一番下の当期純利益が６万８,２７６円となっており、令和元年度は黒字経営となって

おります。 

 続きまして、３ページの貸借対照表をお願いいたします。１の流動資産（１）現金及び預金と

して、期末残高が８１４万５４９円でした。こちらは、期首の資本金１,０００万円に補助金の

３００万円を加えた１,３００万円から事業費の４８５万９,４５１円を使用しております。この

主な経費としましては、先ほどの損益計算書に計上されているもののほかに、中段３の繰延資産

にあります。（１）創立費８０万３,６９５円として、会社設立までの２か月分の人件費や事務

所登記料、（２）の開業費４７万５,４３５円、こちらは広告看板やポスター作成に使用してお

りますソフトウエアの購入費でございます。 

 その他の経費として、４ページの固定資産台帳をお願いいたします。４２万５,０００円の中

古の軽自動車を取得しております。 

 続いて、５ページの令和２年度の事業公告をお願いいたします。中段の２、事業実施状況とし

て、（１）から（３）の社会貢献事業に取り組みました。 

 （１）のコロナ関連事業者応援事業は、コロナ禍に苦しむ事業者を応援しようと事業費４３万

８,６０９円よりエール飯プロジェクトとエールチケット、また２４事業所をめぐるエールスタ

ンプラリーを実施し、５８６件の応募がございました。 

 （２）のボランティア活動支援は、駅のにぎわいづくりの一翼を担っている吉富レディースの
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保守活動を支援するため、事業費２３万１,２５６円により、駅前花壇の管理と先進地視察研修

を実施し、活動意欲の向上に寄与しております。 

 （３）の吉富コンテナマルシェでは、２回の開催で６００名を超える代表者があり、駅前のに

ぎわいづくりを図っております。 

 ６ページをお願いいたします。自主財源確保のため、プロモーション事業と代理店事業の立ち

上げに取り組みました。 

 （４）のプロモーション事業は、駅前に５社の広告看板を設置し６６万円の売り上げを計上し

ております。 

 （５）の代理店事業の立ち上げにつきましては、電力自由化に伴うメリットを享受していただ

こうと新メニュー、エフビットでんきと、またコロナ禍でも安心して生活できるように空気清浄

機ＡｕｒａＡｉｒの代理店事業を立ち上げております。 

 （６）の空き家利活用事業は、社会的な課題解決に取り組みました。その事業費は家屋及び土

地の取得に１３１万４,０００円、登記手数料２８万８,０００円、設計料５０万円などの計

２２０万８,０００円となっており、コロナ禍で新規に出店するオーナーを継続して募集するた

め、令和３年度への繰越事業となりました。 

 ７ページの損益計算書をお願いいたします。１の売上高６９万２,０００円の内訳は、駅前広

告掲載料６６万円とコンテナマルシェ出店料３万２,０００円です。２の仕入高２６万４,５５０円

により、空気清浄機を２個仕入れております。 

 ３の販売員及び一般管理費１,１５５万３,０５４円、主な内容としましては、人件費６３３万

３,８００円、税理士への毎月の顧問料や決算手数料４６万２,０００円、そのほかに空き家リノ

ベーションに伴う登記や設計料などが含まれております。 

 ４の営業外収益、雑収入は９２４万５,０９６円で、町の助成金と消費税還付が主な収入とな

っています。この結果、一番下の令和２年度の当期純損失は１９５万１,３８３円となり、この

要因は、事業開始から間もないことで、事務所経費などの固定費に対し、売上高が少なかったこ

とに起因しております。 

 １００ページの貸借対照表をお願いいたします。１の流動資産（１）現金及び預金６１７万

９８０円です。こちらにつきましては、前年度の期末残高８１４万５４９円に補助金や売上げな

どの１,１７０万３,１７０円を加えたものから、事業費として１,３６７万２,７３９円を使用し

ております。その主な経費としましては、先ほどの損益計算書に計上されているもののほかに、

９ページの固定資産台帳の一番上の空き家の取得率１０万円とその下の土地代１２０万円、その

下の駅前の広告看板の取得費などが含まれております。 

 ８ページの貸借対照表に戻りまして、中段の負債の部の１流動負債（３）の借受金２２３万
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５,３４３円、こちらは空き家リノベーションの町の補助金でございます。 

 続いて、１０ページの令和３年度の事業報告をお願いいたします。中段での事業の実施状況に

ついてです。収益事業として、（１）のプロモーション事業と（２）の代理店事業に取り組みま

した。（１）のプロモーション事業では、昨年度からの取組である駅前の屋外広告看板を１面増

設し、小犬丸交差点に移設した結果、６社契約となり、６９万３,０００円の売り上げを計上し

ております。また、デジタル看板事業は、令和３年７月から稼働し、５社の契約で１１１万

６,１３０円の売上げとなっています。 

 （２）の代理店事業では、新電力代理店事業で、役場関連１２８件、その他の２９件の契約に

より、２０５万６,６２６円を、また空気清浄機ＡｕｒａＡｉｒにつきましては、３件の契約に

より、８１万４,４４０円を売り上げております。 

 １１ページをお願いいたします。社会貢献事業としての下記の５事業を実施いたしました。

（３）の１日駅長体験事業、（４）の空き家利活用事業、（５）の交流マルシェ開催支援、

（６）の特産品開発支援、（７）の地域脱炭素プロジェクト事業に取り組んでおります。 

 特に（４）空き家利活用事業では、空き家の改築を産官学連携事業として、学生の意見を取り

入れた結果、新分野ＮＨＫでも取り上げられ、今年の５月２４日に牛もつ鍋店よし藤のオープン

につながりました。また、（７）の地域脱炭素プロジェクト事業では、本町が脱炭素日本一を推

進するため取り組んでおります。官民連携によるＰＴＡモデル太陽光発電システムに連携する事

業となっております。 

 具体的には、町と包括連携協定を締結している株式会社シェアリングエネルギーの関連会社と

代理店契約を交わし、災害時の非常用電力確保や余剰売電収入などのメリットの見える化を町と

ともに、町民の皆様が享受できるよう推進し、１１７件の加入申し込みと６件の契約がございま

した。 

 １２ページの損益計算書をお願いします。１の売上高５６６万５,５５６円、こちらは、先ほ

どの事業収入に加え、地域おこし協力隊の事務所の備品使用料や一日駅長体験、看板移設工事費

など９８万５,３６０円が含まれております。 

 ２の売上原価の仕入高３９万６,２９４円は、空気清浄機の５基仕入れております。 

 ３の販売費及び一般管理費１,３７２円、３,０５１円、こちらの主な経費としましては、人件

費５５９万８,２６６円や備品消耗品費１６０万９,９１６円、減価償却費２６２万４,３１１円、

その他事務所経費などとなっております。 

 備品消耗品費は、デジタル看板のデザインに使用するカメラや地域おこし協力隊との打ち合わ

せ、また太陽光の営業、打ち合わせ用の事務用品費となっております。 

 ４の営業外収益、雑収入１,６２０万８,８８２円は、町の補助金が主なものとなっております。 
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 ６の特別損失固定資産圧縮損９９９万９,９９８円につきましては、空き家リノベーションの

助成金として、本町より１,０７９万円を助成しており、補助金により取得した固定資産につい

て、税制上の措置として圧縮損に計上しております。 

 固定資産につきましては、１４ページの固定資産台帳をお願いいたします。該当の一番上に、

令和３年度分空き家改修の建物取得額として７８５万１,０４０円を、その２つ下に、建物の附

属設備として４７４万１,９１０円が計上されておりますが、このうち、空き家改修に関する水

道、電気、空調設備などの費用が２１４万１,９６０円でした。これらの空き家改修に要した

９９９万９,９９８円につきまして、先ほどの１２ページの損益計算書に戻りまして、中段より

下にあります６の特別損失の固定資産圧縮損として計上しております。 

 その結果、一番下の当時純損失は２２７万９,９８６円となっており、損失の主な理由は、先

ほどの空き家に要した固定資産９９９万９,９９８円を通常の減価償却期間の建物２２年、建物

附属設備１５年で償却せずに、節税対策として、経費として一括で計上したことによります。 

 １３ページの貸借対照表をお願いいたします。１の流動資産（１）現金及び預金４１万

５,７７９円です。こちらにつきましては、前年度の期末残高６１７万９８０円に補助金や売上

げ等の１,９５８万２２３円を加えたものから、事業費として２,５３３万５,４２４円を使用し

ております。 

 主な経費としましては、先ほどの損益計算書に計上されたもののほかに、空き家リノベーショ

ン用の費用１,０７９万円、デジタル看板設置工事費２５０万５５０円、その他は事務所経費等

となっております。 

 最後に、報告書にはございませんが、令和４年度の事業計画としまして、設立時の目的にあり

ますように、女子集客のまちづくり事業の検証や発展、そして、町の魅力向上、及び発展に資す

る事業として、現在、取り組んでおります社会貢献事業や代理店事業を発展させる計画となって

おります。 

 また、今月開催の町と連携した、町民に感動をお届けする大衆演劇のチャリティー公演や町の

情報発信を強化する官公庁の補助事業も採択されております。 

 収支計画としましては、町の補助金３００万円に加え４８４万円の事業収益を見込み、これは、

経常的経費の支出７８４万円と収支バランスが取れ、本事業を十分に見込めると考えております。 

 以上で、株式会社ツクローネ吉富の経営状況の報告を終わります。 

 以上でございます。 

○議長（是石 利彦君）  以上で、報告説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（是石 利彦君）  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 
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 本日はこれにて散会いたします。長時間お疲れさまでした。 

午後３時18分散会 

────────────────────────────── 

 


